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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲の状況を検知する検知手段と、
　自装置の機能だけでは前記状況の問題を解決することができない場合、前記状況に関す
る情報を、前記状況の問題が生じていると想定されるユーザの端末装置として識別された
端末装置に送信するための制御を行う制御手段と、
　を有し、
　前記制御手段は、前記状況に関する情報ではユーザが前記状況を理解することができな
い旨を示す情報を受けた場合、ユーザが追加情報を入力するための画面の表示を制御する
、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記追加情報は、ユーザの要求に関する情報である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記要求に応じた情報を収集し、その情報の表示を制御する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、更に、
　自装置の周囲に存在する機器の画像を前記端末装置に送信し、
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　前記機器の画像は、前記端末装置に表示される、
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、更に、
　前記機器の画像が前記ユーザによって指定され、前記状況の問題を解決するための解決
手段の実行の指示が前記ユーザによって与えられた場合、その実行の指示を前記機器に送
信する、
　ことを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　コンピュータを、
　周囲の状況を検知する検知手段、
　情報処理装置の機能だけでは前記状況の問題を解決することができない場合、前記状況
に関する情報を、前記状況の問題が生じていると想定されるユーザの端末装置として識別
された端末装置に送信するための制御を行う制御手段、
　として機能させ、
　前記制御手段は、前記状況に関する情報ではユーザが前記状況を理解することができな
い旨を示す情報を受けた場合、ユーザが追加情報を入力するための画面の表示を制御する
、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１－３には、他の機器と連携して処理を実行するロボット装置が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１８８５９７号公報
【特許文献２】特開平５－６５７６６号公報
【特許文献３】特開２００５－１１１６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般的に、発生した問題を情報処理装置が解決する手段は、予め定められている。それ
故、情報処理装置が置かれている状況に応じて臨機応変に手段を変えて問題を解決できな
い場合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、状況に応じて問題を解決することができるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、周囲の状況を検知する検知手段と、自装置の機能だけでは前
記状況の問題を解決することができない場合、前記状況に関する情報を、前記状況の問題
が生じていると想定されるユーザの端末装置として識別された端末装置に送信するための
制御を行う制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記状況に関する情報ではユーザが前
記状況を理解することができない旨を示す情報を受けた場合、ユーザが追加情報を入力す
るための画面の表示を制御する、情報処理装置である。
【０００７】
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　請求項２に記載の発明は、前記追加情報は、ユーザの要求に関する情報である、ことを
特徴とする請求項１に記載の情報処理装置である。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、前記制御手段は、前記要求に応じた情報を収集し、その情報
の表示を制御する、ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置である。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、前記制御手段は、更に、自装置の周囲に存在する機器の画像
を前記端末装置に送信し、前記機器の画像は、前記端末装置に表示される、ことを特徴と
する請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の情報処理装置である。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、前記制御手段は、更に、前記機器の画像が前記ユーザによっ
て指定され、前記状況の問題を解決するための解決手段の実行の指示が前記ユーザによっ
て与えられた場合、その実行の指示を前記機器に送信する、ことを特徴とする請求項４に
記載の情報処理装置である。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、コンピュータを、周囲の状況を検知する検知手段、情報処理
装置の機能だけでは前記状況の問題を解決することができない場合、前記状況に関する情
報を、前記状況の問題が生じていると想定されるユーザの端末装置として識別された端末
装置に送信するための制御を行う制御手段、として機能させ、前記制御手段は、前記状況
に関する情報ではユーザが前記状況を理解することができない旨を示す情報を受けた場合
、ユーザが追加情報を入力するための画面の表示を制御する、プログラムである。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１－６に記載の発明によれば、状況に応じて問題を解決することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態に係る機器システムを示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係るロボット装置の外観を示す図である。
【図３】本実施形態に係るロボット装置を示すブロック図である。
【図４】端末装置を示すブロック図である。
【図５】無線通信技術の特性を示す図である。
【図６】無線通信技術の特性を示す図である。
【図７】所有機能管理テーブルを示す図である。
【図８】非所有機能管理テーブルを示す図である。
【図９】解決手段管理テーブルを示す図である。
【図１０】デバイス機能管理テーブルを示す図である。
【図１１】連携機能管理テーブルを示す図である。
【図１２】状況確認処理の概略を示すフローチャートである。
【図１３】状況確認処理の詳細を示すフローチャートである。
【図１４】ユーザ判断モードにおける処理を示すフローチャートである。
【図１５】自律判断モードにおける処理を示すフローチャートである。
【図１６】解決手段の実行制御を示すフローチャートである。
【図１７】ロボット装置の適用場面１を説明するための図である。
【図１８】ロボット装置の適用場面２を説明するための図である。
【図１９】ロボット装置の適用場面３を説明するための図である。
【図２０】ロボット装置の適用場面４を説明するための図である。
【図２１】画面を示す図である。
【図２２】画面を示す図である。
【図２３】画面を示す図である。
【図２４】画面を示す図である。
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【図２５】画面を示す図である。
【図２６】画面を示す図である。
【図２７】画面を示す図である。
【図２８】画面を示す図である。
【図２９】画面を示す図である。
【図３０】画面を示す図である。
【図３１】機器の外観を模式的に示す図である。
【図３２】画面を示す図である。
【図３３】画面を示す図である。
【図３４】画面を示す図である。
【図３５】画面を示す図である。
【図３６】接続処理を示すフローチャートである。
【図３７】連携機能管理テーブルを示す図である。
【図３８】画面を示す図である。
【図３９】画面を示す図である。
【図４０】デバイス機能管理テーブルを示す図である。
【図４１】画面を示す図である。
【図４２】デバイス機能管理テーブルを示す図である。
【図４３】連携機能管理テーブルを示す図である。
【図４４】画面を示す図である。
【図４５】画面を示す図である。
【図４６】画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１を参照して、本発明の実施形態に係る情報処理システムとしての機器システムにつ
いて説明する。図１には、本実施形態に係る機器システムの一例が示されている。
【００２１】
　本実施形態に係る機器システムは、例えば、ロボット装置１０と、１又は複数の機器１
２と、端末装置１４と、を含む。ロボット装置１０、機器１２及び端末装置１４は、例え
ば、ネットワーク等の通信経路Ｎを介して他の装置と通信してもよいし、それぞれ異なる
通信経路を介して他の装置と通信してもよい。もちろん、図１に示されている構成は一例
に過ぎず、ロボット装置１０、機器１２及び端末装置１４は、他の装置と通信しなくても
よい。
【００２２】
　図１に示す例では、１つの機器１２が機器システムに含まれているが、複数の機器１２
が機器システムに含まれていてもよい。この場合、同一の機能を有する複数の機器１２が
機器システムに含まれていてもよいし、互いに異なる機能を有する複数の機器１２が機器
システムに含まれていてもよい。また、１つの端末装置１４が機器システムに含まれてい
るが、複数の端末装置１４が機器システムに含まれていてもよい。サーバ等の他の装置が
機器システムに含まれていてもよい。
【００２３】
　ロボット装置１０は、ロボット装置１０の周囲の状況を検知し、発生した問題を検知す
る機能を有する装置である。ロボット装置１０は、移動しながら周囲の状況を検知しても
よいし、停止した状態で周囲の状況を検知してもよい。問題が検知された場合、ロボット
装置１０は、ロボット装置１０自身によって問題を解決できるか否かを判断し、その判断
結果に応じた処理を行う。ロボット装置１０によって問題を解決できる場合、ロボット装
置１０は問題を解決するための解決手段を実行することで、その問題を解決する。ロボッ
ト装置１０によって問題を解決できない場合、ロボット装置１０は、ロボット装置１０以
外の要素を利用する解決手段を実行するための制御を行う。要素は、例えば、人、ロボッ
ト装置１０以外の機器、ロボット装置１０以外のロボット装置、等である。もちろん、要
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素に、ロボット装置１０自身が含まれてもよい。例えば、ロボット装置１０は、他の機器
に問題を解決させてもよいし、人に協力を依頼してもよいし、他の機器と人に問題を解決
させてもよいし、他の機器や人と共同して問題を解決してもよい。
【００２４】
　ロボット装置１０によって検知された問題は、例えば、ロボット装置１０のみによって
解決できる問題、ロボット装置１０以外の他の機器のみによって解決できる問題、人のみ
によって解決できる問題、他の機器と人との共同作業によって解決できる問題、ロボット
装置１０と人との共同作業によって解決できる問題、他の機器とロボット装置１０との共
同作業によって解決できる問題、他の機器と他のロボット装置とロボット装置１０との共
同作業によって解決できる問題、他の機器と人とロボット装置１０との共同作業によって
解決できる問題、等である。つまり、解決手段は、例えば、ロボット装置１０のみによっ
て実現される手段、他の機器のみによって実現される手段、人のみによって実現される手
段、他の機器と人との共同作業によって実現される手段、ロボット装置１０と人との共同
作業によって実現される手段、他の機器とロボット装置１０との共同作業によって実現さ
れる手段、他の機器と他のロボット装置とロボット装置１０との共同作業によって実現さ
れる手段、他の機器と人とロボット装置１０との共同作業によって実現される手段、等で
ある。
【００２５】
　機器１２は、特定の機能を有する装置であり、例えば、画像形成機能を備えた画像形成
装置、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、液晶ディスプレイやプロジェクタ等の表示装置
、香りを発生するアロマ器、電話機、時計、カメラ、監視カメラ、自動販売機、空調機（
エアコン、クーラー等）、扇風機、加湿器、等の装置である。もちろん、これら以外の機
器が機器システムに含まれていてもよい。なお、機器が有する機能によっては、機器もロ
ボット装置の範疇に含まれ得る。
【００２６】
　端末装置１４は、例えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タブレットＰＣ、スマー
トフォン、携帯電話、等の装置である。端末装置１４は、例えば、問題を解決するための
解決手段の実行時等にユーザによって利用される。
【００２７】
　本実施形態では、ロボット装置１０によって周囲の状況が検知され、その状況の問題に
応じて、その問題を解決するための解決手段を実行するための制御が行われる。
【００２８】
　以下、本実施形態に係る機器システムに含まれる各装置について詳しく説明する。
【００２９】
　図２には、ロボット装置１０の外観が示されている。ロボット装置１０は、例えば、人
型のロボットである。もちろん、ロボット装置１０は、人型以外のタイプのロボットであ
ってもよい。図２に示す例では、ロボット装置１０は、胴体部１６と、胴体部１６上に設
けられた頭部１８と、胴体部１６の下部に設けられた脚部２０と、胴体部１６の両側部に
それぞれ設けられた腕部２２と、各腕部２２の先端に設けられた指部２４と、を含む。
【００３０】
　ロボット装置１０は、例えば、視覚センサー、聴覚センサー、触覚センサー、味覚セン
サー及び嗅覚センサー等の各種センサーを有し、人の五感に相当する視覚、聴覚、触覚、
味覚及び嗅覚に関する能力を有する。ロボット装置１０は、例えば、触覚に関して、表在
感覚（触覚、痛角、温度覚等）、深部覚（圧覚、位置覚、振動覚等）、皮質性感覚（二点
識別覚、立体識別能力等）を分別して理解する能力を有する。また、ロボット装置１０は
、平衡感覚を有している。例えば、頭部１８にカメラ２６等のセンサーが設けられており
、視覚は、カメラ２６等によって得られた画像を用いた画像認識によって実現される。ま
た、ロボット装置１０にマイク等の集音手段が設けられており、聴覚は、マイク等によっ
て得られた音を用いた音声認識によって実現される。
【００３１】
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　ロボット装置１０は、人の脳波を検知する手段（例えば、人に脳波検知デバイスが設け
られており、脳波検知デバイスから発信される情報を受信する手段）を備えていてもよい
。
【００３２】
　脚部２０は移動手段の一例に相当し、例えば、モータ等の駆動源からの駆動力によって
駆動するようになっている。ロボット装置１０は、脚部２０によって移動できる。脚部２
０は、人の足のような形状を有していてもよいし、ローラやタイヤ等であってもよいし、
別の形状を有していてもよい。脚部２０は移動手段の一例に過ぎず、ロボット装置１０は
、脚部２０以外の移動手段として、例えば、飛行するための構成（例えばプロペラ、羽、
飛行用のエンジン等）を備えていてもよいし、水中を移動するための構成（例えば水中移
動用のエンジン等）を備えていてもよい。つまり、ロボット装置１０は、移動手段として
、陸上を移動するための手段、飛行するための手段、及び、水中を移動するための手段の
中の少なくとも１つの手段を備えていればよい。もちろん、ロボット装置１０は、移動手
段を備えていなくてもよい。
【００３３】
　ロボット装置１０は、腕部２２や指部２４によって、物体を掴んだり操作したりする能
力を備えていてもよい。ロボット装置１０は、物体を掴んだり抱えたりしながら移動する
能力を備えていてもよい。
【００３４】
　ロボット装置１０は、音声を発する機能を備えていてもよい。ロボット装置１０は、通
信機能を備えて、他の装置との間でデータを送受信してもよい。ロボット装置１０は、音
を出したり、通信メッセージを送ることで、人や他の装置や他のロボット装置とコミュニ
ケーションを取る能力を備えていてもよい。
【００３５】
　ロボット装置１０は、例えば、人工知能（ＡＩ）による機械学習によって、人に近い判
断を行う能力を備えていてもよい。また、ニューラルネットワーク型のディープラーニン
グが利用されてもよいし、部分的に学習分野を強化する強化学習等が利用されてもよい。
【００３６】
　ロボット装置１０は、例えばインターネット等を利用して情報（例えば問題を解決する
ための解決手段等）を検索する機能を備えていてもよい。
【００３７】
　ロボット装置１０は、通信機能によって他の機器と通信し、他の機器の動作を制御して
もよいし、リモコン等を利用して他の機器を操作してもよいし、リモコン等を利用せずに
他の機器を直接操作してもよい。直接操作においては、例えば、他の機器に設けられてい
る操作部（例えばボタンやパネル等）がロボット装置１０によって操作される。例えば、
通信によって他の機器の動作を制御できない場合、ロボット装置１０は、リモコン等を利
用して他の機器を操作してもよいし、他の機器を直接操作してもよい。例えば、ロボット
装置１０は、視覚センサーによって得られた画像を解析することで、他の機器の操作部や
リモコン等を識別して、他の機器やリモコンを操作する。
【００３８】
　また、ロボット装置１０は、表示部２８を備えていてもよい。表示部２８には、発生し
た問題に関する情報、解決手段に関する情報、各種のメッセージ、等が表示される。
【００３９】
　以下、図３を参照して、ロボット装置１０の構成について詳しく説明する。図３は、ロ
ボット装置１０の構成を示すブロック図である。
【００４０】
　通信部３０は通信インターフェースであり、他の装置にデータを送信する機能、及び、
他の装置からデータを受信する機能を備えている。通信部３０は、無線通信機能を備えた
通信インターフェースであってもよいし、有線通信機能を備えた通信インターフェースで
あってもよい。通信部３０は、例えば、１又は複数の種類の通信方式に対応しており、通
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信相手に適した通信方式（つまり、通信相手が対応している通信方式）に従って通信相手
と通信する。通信方式は、例えば、赤外線通信、可視光通信、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）通
信、近距離無線通信（例えばBluetooth（ブルートゥース）（登録商標）、ＲＦＩＤ（Rad
io Frequency Identifier）等）、等である。通信部３０は、例えば、通信相手に応じて
通信方式を切り替えたり、周囲の環境（例えば、ロボット装置１０と通信相手との間の距
離や、ロボット装置１０と通信相手との間の障害物の有無等）に応じて通信方式を切り替
えたりする。また、通信の周波数帯として、例えば、８００ＭＨｚ～９２０ＭＨｚ（ＬＰ
ＷＡ（Low Power Wide Area）等）といった短波長帯、２．４ＧＨｚ、５ＧＨｚ（MuLTEfi
re）といった長波長、等が利用されてもよい。通信部３０は、例えば、通信相手に応じて
周波数帯を切り替えたり、周囲の環境に応じて通信方式を切り替えたりする。
【００４１】
　記憶部３２はハードディスクやメモリ（例えばＳＳＤ等）等の記憶装置である。記憶部
３２には、例えば、所有機能管理情報３４、非所有機能管理情報３６、解決手段管理情報
３８、デバイス機能管理情報４０、連携機能管理情報４２、その他、各種のデータ、各種
のプログラム、等が記憶されている。また、他の機器のアドレスを示すデバイスアドレス
情報が記憶部３２に記憶されていてもよい。上記の情報は、それぞれ別々の記憶装置に記
憶されてもよいし、同じ記憶装置に記憶されてもよい。
【００４２】
　所有機能管理情報３４は、ロボット装置１０が有する機能を示す情報である。所有機能
管理情報３４においては、例えば、ロボット装置１０が有する機能を示す情報と、その機
能によって実行可能なこと（動作、処理、操作等）を示す情報と、が対応付けられている
。所有機能管理情報３４を参照することで、ロボット装置１０によって実行可能なことが
特定（識別）される。所有機能管理情報３４に示されていない機能は、ロボット装置１０
が有していない機能であるため、所有機能管理情報３４を参照することで、ロボット装置
１０によって実行不可能なことが特定（識別）されてもよい。
【００４３】
　非所有機能管理情報３６は、ロボット装置１０が有していない機能を示す情報である。
非所有機能管理情報３６においては、例えば、ロボット装置１０が有していない機能を示
す情報と、ロボット装置１０がその機能を有していないことで実行不可能なことを示す情
報と、が対応付けられている。非所有機能管理情報３６を参照することで、ロボット装置
１０によって実行不可能なことが特定（識別）される。非所有機能管理情報３６に示され
ていない機能は、ロボット装置１０が有している機能である場合があるため、非所有機能
管理情報３６を参照することで、ロボット装置１０によって実行可能なことが特定（識別
）されてもよい。
【００４４】
　記憶部３２には、所有機能管理情報３４と非所有機能管理情報３６の両方の情報が記憶
されて、これらの情報に基づいて、ロボット装置１０によって実行可能又は実行不可能な
ことが特定されてもよいし、いずれか一方の情報が記憶されて、その情報に基づいて、ロ
ボット装置１０によって実行可能又は実行不可能なことが特定されてもよい。
【００４５】
　解決手段管理情報３８は、発生した問題を解決するための解決手段（解決方法、解決行
動）を示す情報である。解決手段管理情報３８においては、例えば、発生すると想定され
る問題を示す情報と、その問題の解決手段を示す情報と、が対応付けられている。
【００４６】
　デバイス機能管理情報４０は、ロボット装置１０以外の機器が有する機能を管理するた
めの情報であり、例えば、機器を識別するためのデバイス識別情報（機器識別情報）と、
当該機器が有する機能を示す機能情報と、の対応付けを示す情報である。デバイス識別情
報は、例えば、機器ＩＤ、機器名称、機器の種類を示す情報、機器の型番号、機器が設置
されている位置を示す情報（機器の位置情報）、機器の外観を表わす外観画像、等である
。機能情報は、例えば、機能ＩＤや機能名称等である。例えば、機器としての画像形成装
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置が、スキャン機能、コピー機能及びスキャン転送機能を有する場合、当該画像形成装置
のデバイス識別情報には、スキャン機能を示す機能情報、コピー機能を示す機能情報、及
び、スキャン転送機能を示す機能情報が対応付けられている。デバイス機能管理情報４０
を参照することにより、各機器が有する機能が特定（識別）される。
【００４７】
　デバイス機能管理情報４０によって管理されている機器は、例えば機器システムに含ま
れる機器（例えば機器１２）である。もちろん、機器システムに含まれない機器がデバイ
ス機能管理情報４０によって管理されてもよい。例えば、ロボット装置１０は、機器シス
テムに含まれていない新たな機器に関する情報（デバイス識別情報と機能情報とを含む情
報）を取得し、デバイス機能管理情報４０に新たに登録してもよい。機器に関する情報は
、例えば、インターネット等を利用することで取得されてもよいし、管理者等によって入
力されてもよい。また、ロボット装置１０は、任意のタイミング、定期的、又は、管理者
等によって指定されたタイミング等で、デバイス機能管理情報４０を更新してもよい。こ
れにより、更新前には機器が有していなかったが更新後には機器が有することになった機
能を示す機能情報が、デバイス機能管理情報４０に登録される場合がある。同様に、更新
前には機器が有していたが更新後には機器が有していない機能を示す機能情報が、デバイ
ス機能管理情報４０から削除され、又は、使用不可な情報として登録される場合がある。
更新用の情報は、例えば、インターネット等を利用することで取得されてもよいし、管理
者等によって入力されてもよい。
【００４８】
　連携機能管理情報４２は、複数の機能を連携させることによって実行される連携機能を
管理するための情報である。複数の機能を連携させることによって、１又は複数の連携機
能が実行される。連携機能は、例えば、１つの機器が有する複数の機能を連携させること
によって実行されてもよいし、複数の機器が有する複数の機能を連携させることによって
実行されてもよい。また、操作指示を出している装置（例えば端末装置１４）も識別対象
の機器に含め、端末装置が有する機能を連携機能の一部として利用してもよいし、ロボッ
ト装置１０が有する機能を連携機能の一部として利用してもよい。
【００４９】
　連携機能は、ハードウェアとしての機器を利用せずに実行される機能であってもよい。
例えば、連携機能は、複数のソフトウェアを連携させることによって実行される機能であ
ってもよい。もちろん、連携機能は、ハードウェアとしての機器が有する機能と、ソフト
ウェアによって実現される機能と、を連携させることによって実行される機能であっても
よい。
【００５０】
　連携機能管理情報４２は、例えば、連携機能に利用される各機能を示す機能情報の組み
合わせと、当該連携機能を示す連携機能情報と、の対応付けを示す情報である。連携機能
情報は、例えば、連携機能ＩＤや連携機能名称等である。単独の機能が更新された場合、
その更新に伴って連携機能管理情報４２も更新される。これにより、更新前には互いに連
携不可能であった複数の機能による連携機能が更新後には利用可能になったり、それとは
逆に、更新前には利用可能な連携機能が更新後には利用不可能になったりする場合がある
。更新後に利用可能になった連携機能を示す連携機能情報が、連携機能管理情報４２に登
録され、更新後に利用不可能になった連携機能を示す連携機能情報が、連携機能管理情報
４２から削除され、又は、使用不可な情報として登録される。
【００５１】
　複数の機器を連携させる場合、連携機能管理情報４２は、複数の機器が有する複数の機
能を利用する連携機能を管理するための情報であり、連携機能に利用される各機器を識別
するためのデバイス識別情報の組み合わせと、連携機能情報と、の対応付けを示す情報で
ある。上記のように、デバイス機能管理情報４０が更新された場合、その更新に伴って、
連携機能管理情報４２も更新される。これにより、更新前には互いに連携不可能であった
複数の機器による連携機能が更新後には利用可能になったり、それとは逆に、更新前には
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利用可能な連携機能が更新後には利用不可能になったりする場合がある。
【００５２】
　連携機能は、互いに異なる複数の機能を連携させることによって実行される機能であっ
てもよいし、同一の機能を連携させることによって実行される機能であってもよい。連携
機能は、連携前には利用できなかった機能であってもよい。連携前には利用できなかった
機能は、連携対象の機器が有する機能のうち、同じ機能を利用することによって利用でき
る機能であってもよいし、互いに異なる機能を組み合わせることによって利用できる機能
であってもよい。例えば、プリント機能を有する機器（プリンタ）とスキャン機能を有す
る機器（スキャナ）を連携させることにより、連携機能としてのコピー機能が実現される
。すなわち、プリント機能とスキャン機能を連携させることにより、コピー機能が実現さ
れる。この場合、連携機能としてのコピー機能と、プリント機能及びスキャン機能の組み
合わせと、が対応付けられている。連携機能管理情報４２においては、例えば、連携機能
としてのコピー機能を示す連携機能情報と、プリント機能を有する機器を識別するための
デバイス識別情報及びスキャン機能を有する機器を識別するためのデバイス識別情報の組
み合わせと、が対応付けられる。
【００５３】
　なお、記憶部３２には、利用可能機能管理情報が記憶されていてもよい。利用可能機能
管理情報は、各ユーザが利用可能な機能を管理するための情報であり、例えば、ユーザを
識別するためのユーザ識別情報と、当該ユーザが利用可能な機能を示す機能情報（連携機
能情報を含んでいてもよい）と、の対応付けを示す情報である。ユーザが利用可能な機能
は、例えば、ユーザに無償で提供された機能や、ユーザが購入した機能、等であり、単体
の機能であってもよいし、連携機能であってもよい。ユーザ識別情報は、例えば、ユーザ
ＩＤや氏名等のユーザアカウント情報である。利用可能機能管理情報を参照することによ
り、各ユーザが利用可能な機能が識別（特定）される。利用可能機能管理情報は、例えば
、ユーザに機能が提供される度に（例えば、ユーザに無償又は有償で機能が提供される度
に）更新される。
【００５４】
　所有機能管理情報３４、非所有機能管理情報３６、解決手段管理情報３８、デバイス機
能管理情報４０、連携機能管理情報４２及び利用可能機能管理情報の中の少なくとも１つ
の情報は、ロボット装置１０以外の装置（例えば、図示しないサーバ、機器１２、端末装
置１４等）に記憶されていてもよい。この場合、その少なくとも１つの情報は、ロボット
装置１０の記憶部３２に記憶されていなくてもよい。
【００５５】
　状況収集部４４は、各種センサーによって、ロボット装置１０の周囲の状況に関する情
報（以下、「状況情報」と称することとする）を収集する機能を備えている。センサーと
して、上述した、視覚センサー、聴覚センサー、触覚センサー、味覚センサー、嗅覚セン
サー、等が用いられる。視覚センサーによって、ロボット装置１０の周囲の画像（例えば
動画像や静止画像）が取得され、画像認識が行われる。聴覚センサーによって、ロボット
装置１０の周囲の音（例えば人の会話や物音等）が収集され、音声認識が行われる。その
他、ロボット装置１０の周囲の温度、湿度、匂い、等が検知される。もちろん、これら以
外のセンサーが用いられて、ロボット装置１０の周囲の状況に関する情報が収集されても
よい。状況収集部４４は、ロボット装置１０以外の装置やセンサー等から状況情報を取得
してもよい。
【００５６】
　移動部４６は、陸上を移動するための手段、飛行するための手段、及び、水中を移動す
るための手段の中の少なくとも１つの手段によって、ロボット装置１０を移動させる機能
を備えている。移動部４６は、例えば、図２に示されている脚部２０によって構成される
。
【００５７】
　作業部４８は、ロボット装置１０以外の機器を操作したり、物体を持ち上げたり移動さ
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せたりする機能を備えている。作業部４８は、例えば、図２に示されている脚部２０、腕
部２２及び指部２４によって構成される。
【００５８】
　ＵＩ部５０はユーザインターフェース部であり、表示部（例えば図１に示されている表
示部２８）と操作部を含む。表示部は、例えば液晶ディスプレイ等の表示装置である。操
作部は、例えばタッチパネルやキーボード等の入力装置である。もちろん、表示部と操作
部を兼ねたユーザインターフェース（例えば、タッチ式のディスプレイや、ディスプレイ
上に電子的にキーボード等を表示する装置等を含む）であってもよい。なお、ロボット装
置１０は、ＵＩ部５０を備えていなくてもよいし、表示部を備えずに、ハードウェアキー
（例えば、各種のボタン）を備えていてもよい。ハードウェアキーとしてのボタンは、例
えば、数字入力に特化したボタン（例えばテンキー）、方向の指示に特化したボタン（例
えば方向指示キー）、等である。
【００５９】
　スピーカ５２は、音を出力する機能を備えている。例えば、解決手段に関する音声（例
えば、人に協力を依頼するためのメッセージ）等が、スピーカ５２から発せられる。
【００６０】
　制御部５４は、ロボット装置１０の各部の動作を制御する。また、制御部５４は、検知
部５６、解決手段特定部５８、判断部６０、検索部６２及び識別部６４を含む。
【００６１】
　検知部５６は、状況収集部４４によって収集された状況情報（例えば各種センサーの値
）に基づいて、ロボット装置１０の周囲の状況を検知し、ロボット装置１０の周囲にて問
題が発生しているか否かを判断し、発生した問題を検知する機能を備えている。検知部５
６は、例えば、ロボット装置１０の周囲に存在する人に関する情報や、人以外の情報を、
状況として検知する。人に関する情報は、例えば、視覚センサーによって得られた人の画
像（例えば、人の顔の画像、全身の画像、その他、人の動作を表す画像等）や、聴覚セン
サーによって収集された人の音声等である。人以外の情報は、例えば、温度センサーによ
って得られた温度情報や湿度センサーによって得られた湿度情報等である。具体的には、
検知部５６は、視覚センサーによって得られた画像、聴覚センサーによって収集された音
、触覚センサーによって得られた触覚に関する情報、味覚センサーによって得られた味覚
に関する情報、嗅覚センサーによって得られた匂いに関する情報、等を組み合わせて、周
囲の状況を検知し、発生した問題を検知する。なお、検知部５６は、ロボット装置１０が
備えていないセンサーによって収集された情報を利用してもよい。例えば、検知部５６は
、外部に設置されたセンサー（例えば、部屋に設置されたセンサーや他の装置が備えるセ
ンサー等）から、そのセンサーによって収集された情報を取得し、その情報を用いて問題
を検知してもよい。
【００６２】
　検知部５６は、例えば、センサーによって得られた値（例えば温度センサーによって検
知された温度）が閾値以上となる場合、問題が発生したと判断してもよい。その閾値は、
ロボット装置１０が備える各種センサーによって検知された人の年齢や性別に応じて変更
されてもよい。人の年齢や性別に応じて閾値を変えることで、人の個性に応じて問題を検
知することができる。つまり、年齢や性別によって、問題の感じ方が異なる場合があるた
め、年齢や性別に応じて閾値を変えることで、年齢や性別に応じた問題を検知することが
できる。
【００６３】
　解決手段特定部５８は、解決手段管理情報３８を参照して、検知部５６によって検知さ
れた問題を解決するための解決手段を特定（識別）する機能を備えている。
【００６４】
　人に関する情報（例えば人の画像や音声等）に基づく検知結果（第１の検知結果に相当
する）と、人以外の情報に基づく検知結果（第２の検知結果に相当する）と、に基づく状
況の問題が異なる場合、解決手段特定部５８は、予め定めた第１の検知結果又は第２の検
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知結果の優先順位に基づき、発生した問題を解決するための解決手段を選択してもよい。
この場合において、例えば、第１の検知結果に基づき解決手段を選択することで、実際に
人に発生していると想定される問題を解決するための解決手段が選択される。
【００６５】
　判断部６０は、ロボット装置１０によって、検知部５６によって検知された問題を解決
することが可能か否かを判断する機能を備えている。ロボット装置１０によって解決でき
ない問題は、例えば、ロボット装置１０の機能だけでは解決できない問題、ロボット装置
１０の機能だけでは解決に要する時間が予め設定された時間以上となる場合、ロボット装
置１０の機能による作業の結果の質が予め設定された質以下となる問題、等である。解決
手段特定部５８によって特定された解決手段が、ロボット装置１０が有する機能群内に含
まれている場合、判断部６０は、ロボット装置１０のみによって問題を解決することが可
能であると判断する。つまり、ロボット装置１０が、解決手段の実行に必要なすべての機
能を備えている場合、判断部６０は、ロボット装置１０のみによって問題を解決すること
が可能であると判断する。一方、解決手段特定部５８によって特定された解決手段が、ロ
ボット装置１０が有する機能群内に含まれていない場合、判断部６０は、ロボット装置１
０のみによって、問題を解決することが不可能であると判断する。つまり、ロボット装置
１０が、解決手段の実行に必要な全機能又は一部の機能を有していない場合、判断部６０
は、ロボット装置１０のみによって問題を解決することが不可能であると判断する。判断
部６０は、例えば、所有機能管理情報３４を参照することで、ロボット装置１０が有して
いる機能を特定（又は、ロボット装置１０が有していない機能）を特定してもよいし、非
所有機能管理情報３６を参照することで、ロボット装置１０が有していない機能（又は、
ロボット装置１０が有している機能）を特定してもよい。
【００６６】
　判断部６０が、ロボット装置１０によって問題を解決することが可能であると判断した
場合、ロボット装置１０は、制御部５４の制御の下、解決手段特定部５８によって特定さ
れた解決手段を実行する。一方、判断部６０が、ロボット装置１０によって問題を解決す
ることが不可能であると判断した場合、制御部５４は、ロボット装置１０以外の要素（他
の機器や人）を利用する解決手段を実行するための制御を行う。例えば、制御部５４は、
ロボット装置１０以外の機器に解決手段を実行させてもよいし、人に協力を依頼してもよ
い。もちろん、ロボット装置１０と他の要素（例えば人や他の機器）とが共同して解決手
段を実行してもよい。
【００６７】
　検索部６２は、検知部５６によって検知された問題を解決するための解決手段であって
、解決手段管理情報３８に登録されていない解決手段を検索する機能を備えている。検索
部６２は、例えば、インターネット等を利用することで、その解決手段を検索する。
【００６８】
　識別部６４は、ロボット装置１０以外の機器を識別し、その機器が有する機能を識別（
特定）する機能を備えている。識別部６４は、例えば、視覚センサーによって機器を撮影
することで得られた画像（例えば機器の外観を表わす画像）に基づいて機器を識別しても
よいし、視覚センサーによって機器を撮影することで、機器に設けられたデバイス識別情
報を取得して機器を識別してもよいし、機器が設置されている位置を示す位置情報を取得
して機器を識別してもよい。識別部６４は、更に、機器が有する機能を識別する。例えば
、識別部６４は、記憶部３２に記憶されているデバイス機能管理情報４０において、識別
した機器のデバイス識別情報に対応付けられている機能を示す機能情報を特定する。これ
により、当該機器が有する機能が識別（特定）される。
【００６９】
　また、識別部６４は、連携対象の複数の機器を識別し、記憶部３２に記憶されている連
携機能管理情報４２において、当該複数の機器のデバイス識別情報の組み合わせに対応付
けられている連携機能を示す連携機能情報を特定してもよい。これにより、連携対象の各
機器が有する機能を連携させることによって実行される連携機能が識別（特定）される。



(12) JP 6721023 B2 2020.7.8

10

20

30

40

50

【００７０】
　なお、ユーザが利用可能な機能が管理されている場合、識別部６４は、ユーザを識別す
るためのユーザ識別情報を受け、記憶部３２に記憶されている利用可能機能管理情報にお
いて当該ユーザ識別情報に対応付けられている各機能を示す機能情報を特定してもよい。
これにより、当該ユーザが利用可能な機能群が識別（特定）される。例えば、端末装置１
４からロボット装置１０にユーザ識別情報が送信され、識別部６４によって、当該ユーザ
識別情報に対応付けられている各機能を示す機能情報が特定される。例えば、識別部６４
は、デバイス識別情報とユーザ識別情報を受け、デバイス機能管理情報４０において当該
デバイス識別情報に対応付けられている機能を示す機能情報を特定し、また、利用可能機
能管理情報において当該ユーザ識別情報に対応付けられている機能を示す機能情報を特定
する。これにより、当該デバイス識別情報によって特定される機器が有する機能であって
、当該ユーザ識別情報によって特定されるユーザが利用可能な機能が特定される。
【００７１】
　制御部５４は、機能の購入処理を実行し、その購入の履歴を管理してもよい。例えば、
有料の機能がユーザによって購入された場合、制御部５４は、当該ユーザに対して課金処
理を適用してもよい。
【００７２】
　制御部５４は、知能部としての人工知能（ＡＩ）を有しており、制御部５４の各部の機
能は、その人工知能によって実現される。
【００７３】
　なお、検知部５６、解決手段特定部５８、判断部６０、検索部６２及び識別部６４の中
の少なくとも１つは、ロボット装置１０以外の装置（例えば、図示しないサーバ、機器１
２、端末装置１４等）に設けられていてもよい。この場合。その少なくとも１つの部は、
ロボット装置１０の制御部５４に含まれていなくてもよい。
【００７４】
　以下、図４を参照して、端末装置１４の構成について詳しく説明する。図４には、端末
装置１４の構成が示されている。
【００７５】
　通信部６６は通信インターフェースであり、他の装置にデータを送信する機能、及び、
他の装置からデータを受信する機能を有する。通信部６６は、無線通信機能を備えた通信
インターフェースであってもよいし、有線通信機能を備えた通信インターフェースであっ
てもよい。
【００７６】
　撮影手段としてのカメラ６８は、撮影対象を撮影することにより画像データ（例えば静
止画像データや動画像データ）を生成する。また、端末装置１４のカメラを利用するだけ
ではなく、ネットワーク等の通信経路に繋がった外部のカメラで撮影された画像データを
通信部６６で受け取り、ＵＩ部７２で画像データを表示し、ユーザが画像データを操作で
きるようにしてもよい。なお、端末装置１４は、カメラ６８を備えていなくてもよい。
【００７７】
　記憶部７０はハードディスクやメモリ（例えばＳＳＤ等）等の記憶装置であり、各種の
プログラム、各種のデータ、等を記憶する。記憶部７０には、ロボット装置１０のアドレ
ス情報、各機器（例えば機器１２）のアドレス情報、識別された機器に関する情報、識別
された連携対象の機器に関する情報、識別された機器が有する機能に関する情報、連携機
能に関する情報、等が記憶されてもよい。これらの情報は、それぞれ別々の記憶装置に記
憶されてもよいし、同じ記憶装置に記憶されてもよい。
【００７８】
　ＵＩ部７２はユーザインターフェース部であり、表示部と操作部を含む。表示部は、例
えば液晶ディスプレイ等の表示装置である。操作部は、例えば、タッチパネル、キーボー
ド、マウス、等の入力装置である。もちろん、表示部と操作部を兼ねたユーザインターフ
ェース（例えばタッチ式のディスプレイや、ディスプレイ上に電子的にキーボード等を表
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示するものを含む）であってもよい。
【００７９】
　制御部７４は、端末装置１４の各部の動作を制御する。制御部７４は、例えば表示制御
手段（制御手段）として機能し、各種の情報をＵＩ部７２の表示部に表示させる。
【００８０】
　ＵＩ部７２の表示部には、例えば、ロボット装置１０による撮影によって得られた画像
、カメラ６８によって撮影された画像、利用対象の機器（例えば、単独で利用される機器
や連携対象の機器）として識別された機器に紐付く画像、機能に紐付く画像、等が表示さ
れる。機器に紐付く画像は、例えば、ロボット装置１０によって撮影された当該機器を表
わす画像（例えば静止画像や動画像）であってもよいし、当該機器を模式的に表す画像（
例えばアイコン）であってもよいし、カメラ６８によって撮影された当該機器を表わす画
像（例えば静止画像や動画像）であってもよい。模式的に表す画像データは、例えば、ロ
ボット装置１０に記憶されてロボット装置１０から端末装置１４に提供されてもよいし、
端末装置１４に予め記憶されていてもよいし、別の装置に記憶されて当該別の装置から端
末装置１４に提供されてもよい。機能に紐付く画像は、例えば、その機能を表わすアイコ
ン等の画像である。
【００８１】
　以下、図５，６を参照して、各無線通信技術について説明する。図５には、各無線通信
技術の特性（メリット、デメリット）として周波数毎の特性が示されており、図６には、
通信方式毎の特性が示されている。
【００８２】
　図５に示すように、周波数が９００ＭＨｚの無線通信技術の主要な規格は、例えばＲＦ
ＩＤである。そのメリットとして、障害物に強い、干渉周波数帯が少ない、といったこと
が挙げられ、デメリットとして、アンテナが大きい、通信可能な距離が短い、といったこ
とが挙げられる。
【００８３】
　周波数が２．４ＧＨｚの無線通信技術の主要な規格は、例えばZigBee（登録商標）やBl
uetooth等である。そのメリットとして、省電力、通信速度が速い、アンテナが小さい、
といったことが挙げられ、デメリットとして、干渉することが多い、ことが挙げられる。
【００８４】
　周波数が５ＧＨｚの無線通信技術の主要な規格は、例えばIEEE802.11aやMuLTEfire等で
ある。そのメリットとして、干渉周波数帯が少ない、通信速度が速い、といったことが挙
げられ、デメリットとして、障害物に弱い、ことが挙げられる。
【００８５】
　図６に示すように、赤外線通信のメリットとして、低消費電力、小型化が容易、といっ
たことが挙げられ、デメリットとして、赤外線が目に見えない、ことが挙げられる。
【００８６】
　可視光通信のメリットとして、可視光を目で見て通信経路が分かる、ことが挙げられ、
デメリットとして、指向性が強い、ことが挙げられる。
【００８７】
　近接無線通信（ＮＦＣ）のメリットとして、複数の機器の間におけるペアリングが容易
、といったことが挙げられ、デメリットとして、近距離でないと使えない、ことが挙げら
れる。
【００８８】
　無線通信技術によって通信相手と通信する場合、ロボット装置１０の通信部３０は、周
囲の環境や通信相手に適した特性を有する無線通信技術によって、通信相手と通信を行う
。より詳しく説明すると、通信部３０は、例えば、通信相手との間の距離、ロボット装置
１０と通信相手との間の障害物の有無、通信相手が対応している通信方式、等に応じて無
線通信技術を変えて通信相手と通信を行う。
【００８９】
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　以下、図７，８を参照して、ロボット装置１０が有する機能について詳しく説明する。
図７には、所有機能管理情報３４としての所有機能管理テーブルの一例が示されており、
図８には、非所有機能管理情報３６としての非所有機能管理テーブルの一例が示されてい
る。
【００９０】
　所有機能管理テーブルにおいては、一例として、管理番号と、ロボット装置１０が有す
る機能を示す情報と、その機能によってロボット装置１０が実行可能なこと（動作、処理
、操作等）を示す情報と、が互いに対応付けられている。例えば、ロボット装置１０は、
腕部２２で物体を持ち上げる機能を備えており、その機能によって、例えば、重さが３０
ｋｇまでの物体を持ち上げて移動できる。また、ロボット装置１０は、移動する機能を備
えており、その機能によって、時速１０ｋｍ以内で速度を可変させて移動できる。所有機
能管理テーブルを参照することで、ロボット装置１０が有する機能と、その機能によって
ロボット装置１０が実行可能なことが特定（識別）される。また、所有機能管理テーブル
に登録されていない機能や実行可能なことは、ロボット装置１０が有していない機能や実
行不可能なことであるため、所有機能管理テーブルを参照することで、ロボット装置１０
が有していない機能や実行不可能なことが特定（識別）される。
【００９１】
　非所有機能管理テーブルにおいては、一例として、管理番号と、ロボット装置１０が有
していない機能を示す情報と、ロボット装置１０がその機能を有していないことで実行不
可能なこと（動作、処理、操作等）を示す情報と、が互いに対応付けられている。例えば
、ロボット装置１０は、外部の冷却機能（例えばロボット装置１０の周囲を冷却する機能
）を備えておらず、そのため、ロボット装置１０は、部屋の中を冷やすことができない。
また、ロボット装置１０は、印刷機能（プリント機能）を備えておらず、そのため、ロボ
ット装置１０が聞き取った音声や見た書類を印刷できない。非所有機能管理テーブルを参
照することで、ロボット装置１０が有していない機能と、ロボット装置１０が実行不可能
なことが特定（識別）される。また、非所有機能管理テーブルに登録されていない機能や
実行不可能なことは、ロボット装置１０が有している機能や実行可能なことである場合が
あるため、非所有機能管理テーブルを参照することで、ロボット装置１０が有している機
能や実行可能なことが特定（識別）されてもよい。
【００９２】
　記憶部３２には、所有機能管理テーブルと非所有機能管理テーブルの両方のデータが記
憶されて、これらのデータに基づいて、ロボット装置１０によって実行可能又は実行不可
能なことが特定されてもよいし、いずれか一方のデータが記憶されて、そのデータに基づ
いて、ロボット装置１０によって実行可能又は実行不可能なことが特定されてもよい。
【００９３】
　以下、図９を参照して、解決手段管理情報３８の具体例について説明する。図９には、
解決手段管理情報３８としての解決手段管理テーブルの一例が示されている。解決手段管
理テーブルにおいては、一例として、管理番号と、状況（問題）を示す情報と、その状況
（問題）に対する解決手段（その問題を解決するための手段）を示す情報と、が互いに対
応付けられている。状況（問題）は、検知部５６によって検知される。解決手段特定部５
８は、解決手段管理テーブルにおいて、検知部５６によって検知された問題に対応する解
決手段を特定する。
【００９４】
　例えば、状況（１）「部屋の温度が温度閾値以上（例えば３０℃以上）」が検知された
場合、その状況を解決するための手段は、部屋の温度を下げる手段であり、具体的には、
「（１）クーラーで冷やす。」、「（２）窓を開ける。」である。部屋の温度は、例えば
、ロボット装置１０が備えている各種センサー（例えば温度センサー）によって検知され
る。温度閾値は、ロボット装置１０の周囲にいる人の年齢や性別によって変更されてもよ
い。例えば、ロボット装置１０の検知部５６は、各種センサー（例えば視覚センサーや聴
覚センサー等）によって得られた情報（例えば画像や音声情報等）に基づいて周囲の人を
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検知するとともに、検知された人の年齢や性別等を推定する。例えば、年齢の高い人（年
齢が年齢閾値以上となる人）が検知された場合と、年齢の低い人（年齢が年齢閾値未満と
なる人）が検知された場合と、で異なる温度閾値が用いられてもよい。例えば、年齢の高
い人が検知された場合、年齢の低い人が検知された場合と比べて、より小さい温度閾値が
用いられてもよい。これにより、年齢に適した解決手段が実行される。もちろん、性別毎
に閾値を変えてもよい。これにより、性別に適した解決手段が実行される。
【００９５】
　別の例として、状況（３）「部屋にいる人が寒そうな動作をしている」が検知された場
合、その状況を解決するための手段は、部屋の温度を上げる手段であり、具体的には、「
（１）ストーブをつける。」、「（２）扉を閉める。」である。ロボット装置１０の検知
部５６は、各種センサーによって周囲の人の動作を検知することで、状況（３）を検知す
る。具体的には、検知部５６は、人の顔や身体の動作等を表す画像に基づいて、人の表情
、汗の有無、腕や足の動き等を検知したり、人の音声を検知することで、状況（３）を検
知する。
【００９６】
　互いに矛盾する複数の状況が検知された場合、検知部５６は、複数の状況の中から１つ
の状況を優先的な状況として選択し、解決手段特定部５８は、その優先的な状況を解決す
るための解決手段を特定してもよい。例えば、状況（１）「部屋の温度が３０℃以上」が
検知され、更に、状況（３）「部屋にいる人が寒そうな動作をしている」が検知された場
合、状況（３）が状況（１）に優先して選択され、状況（３）を解決するための解決手段
が選択される。この優先順位は予め設定されている。例えば、人に関する情報に基づいて
検知された状況が、人以外の情報に基づいて検知された状況よりも優先して選択される。
状況（３）は、人に関する情報に基づいて検知された状況（例えば、人の画像や音声を解
析することで検知された状況）であり、状況（１）は、人以外の情報に基づいて検知され
た状況である。状況（３）を状況（１）よりも優先して選択することで、周囲の人に実際
に発生していると想定される問題の解決手段が優先して選択されることになり、より確実
に問題を解決することができる。
【００９７】
　以下、図１０を参照して、デバイス機能管理情報４０について詳しく説明する。図１０
には、デバイス機能管理情報４０としてのデバイス機能管理テーブルの一例が示されてい
る。デバイス機能管理テーブルにおいては、一例として、機器ＩＤと、機器名（例えば機
器の種類）を示す情報と、機器が有する機能を示す情報（機能情報）と、画像ＩＤと、が
互いに対応付けられている。機器ＩＤと機器名はデバイス識別情報の一例に相当する。画
像ＩＤは、機器を表わす画像（例えば、機器の外観を表わす画像や、機器を模式的に表す
画像（例えばアイコン）等）を識別するための画像識別情報の一例である。なお、デバイ
ス機能管理テーブルには、画像ＩＤは含まれていなくてもよい。例えば、機器ＩＤが「Ｂ
」の機器は、複合機（複数の画像形成機能を有する画像形成装置）であり、プリント機能
やスキャン機能等の機能を有している。その機器には、その機器を表わす画像を識別する
ための画像ＩＤが対応付けられている。機器を表わす画像のデータは、例えば、ロボット
装置１０の記憶部３２や他の装置に記憶されている。
【００９８】
　例えば、ロボット装置１０が有する各種センサーによって、ロボット装置１０の周囲に
存在する機器を識別するための機器ＩＤが取得され、ロボット装置１０の識別部６４は、
デバイス機能管理テーブルを参照することにより、その機器ＩＤに対応付けられている機
器名、機能及び画像ＩＤを特定する。これにより、ロボット装置１０の周囲に存在する機
器が識別される。例えば、機器名を示す情報、及び、機器を表わす画像のデータが、ロボ
ット装置１０から端末装置１４に送信され、それらが端末装置１４に表示されてもよい。
機器を表わす画像は、当該機器に紐付く画像として表示される。機器に紐付く画像は、カ
メラ等によって撮影することで生成された画像であってもよいし、機器を模式的に表す画
像（例えばアイコン等）であってもよい。また、端末装置１４において、機器に紐付く画
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像がユーザによって指定されると、その機器が有する機能に関する情報（例えば、機能情
報や機能の説明情報等）が、ロボット装置１０から端末装置１４に送信されて端末装置１
４に表示されてもよい。
【００９９】
　以下、図１１を参照して、連携機能管理情報４２について詳しく説明する。図１１には
、連携機能管理情報４２としての連携機能管理テーブルの一例が示されている。連携機能
管理テーブルにおいては、一例として、機器ＩＤの組み合わせと、連携対象の機器名（例
えば各機器の種類）を示す情報と、連携機能を示す情報（連携機能情報）と、が互いに対
応付けられている。例えば、機器ＩＤが「Ａ」の機器はＰＣ（パーソナルコンピュータ）
であり、機器ＩＤが「Ｂ」の機器は複合機である。ＰＣ（Ａ）と複合機（Ｂ）を連携させ
ることにより、連携機能として、例えば「スキャン転送機能」や「プリント機能」が実現
される。「スキャン転送機能」は、複合機（Ｂ）によるスキャンによって生成された画像
データをＰＣ（Ａ）に転送する機能である。「プリント機能」は、ＰＣ（Ａ）に保存され
ているデータ（例えば画像データや文書データ）を複合機（Ｂ）に送信して複合機（Ｂ）
にて印刷する機能である。
【０１００】
　以下、図１２を参照して、状況確認処理の概略について説明する。図１２は、その処理
を示すフローチャートである。
【０１０１】
　まず、状況収集部４４は、各種センサーによって、ロボット装置１０の周囲の状況に関
する状況情報（各種センサーの値）を収集し、検知部５６は、その状況情報に基づいて、
ロボット装置１０の周囲の状況を検知し、ロボット装置１０の周囲にて問題が発生してい
るか否かを判断し、発生した問題を検知する（Ｓ０１）。
【０１０２】
　判断部６０は、ロボット装置１０によって、検知部５６によって検知された問題を解決
することが可能か否かを判断する（Ｓ０２）。上述したように、ロボット装置１０によっ
て解決できない問題は、例えば、ロボット装置１０の機能だけでは解決できない問題、ロ
ボット装置１０の機能だけでは解決に要する時間が予め定められた時間以上となる問題、
ロボット装置１０の機能による作業の結果の質が予め定められた質以下となる問題、等で
ある。
【０１０３】
　検知部５６によって検知された問題が、ロボット装置１０によって解決できない問題に
該当しない場合（Ｓ０２，Ｎｏ）、ロボット装置１０は、その問題を解決するための解決
手段を実行する（Ｓ０３）。その解決手段は、解決手段特定部５８によって特定される。
この場合、ロボット装置１０は、ロボット装置１０以外の機器を利用せずに、また、人か
ら援助を受けずに、自身の有する機能によって解決手段を実行する。ロボット装置１０は
、例えば、問題を示す情報や解決手段を示す情報をロボット装置１０のＵＩ部５０や端末
装置１４のＵＩ部７２に表示させ、解決手段の実行指示がユーザによって与えられた場合
、解決手段を実行してもよい。
【０１０４】
　一方、検知部５６によって検知された問題が、ロボット装置１０によって解決できない
問題に該当する場合（Ｓ０２，Ｙｅｓ）、解決手段の探索処理が実行される。ロボット装
置１０のみによって解決手段を探す場合（Ｓ０４，Ｙｅｓ）、ロボット装置１０は、自律
判断モードを実行する（Ｓ０５）。一方、ロボット装置１０のみによって解決手段を探さ
ない場合（Ｓ０４，Ｎｏ）、ロボット装置１０は、ユーザ判断モードを実行する（Ｓ０６
）。自律判断モード又はユーザ判断モードの何れかを実行するのかは、予め設定されてい
る。つまり、ロボット装置１０は、検知部５６によって検知された問題が、ロボット装置
１０によって解決できない問題に該当する場合、自律判断モード及びユーザ判断モードの
中で予め設定されたモードを実行する。実行されるモードは、ユーザによって指定されて
もよい。
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【０１０５】
　以下、図１３を参照して、状況確認処理について詳しく説明する。図１３は、その処理
を示すフローチャートである。
【０１０６】
　まず、状況収集部４４は、各種センサーによって、ロボット装置１０の周囲の状況に関
する状況情報（各種センサーの値）を収集し（Ｓ１０）、検知部５６は、各種センサーの
値を組み合わせることで、生じる問題を想定する（Ｓ１１）。検知部５６は、例えば、周
囲を撮影することで得られた画像を解析することで得られた情報と、画像以外のセンサー
の値と、を組み合わせることで、生じる問題を想定する。もちろん、人の音声を収集し、
その音声の解析結果も組み合わせて問題を検知してもよい。例えば、検知された温度が温
度閾値以上（例えば３０℃以上）であって、周囲を表わす画像に汗をかいている人が表さ
れている場合、検知部５６は、クーラーや扇風機等を利用することで周囲の温度を下げる
必要があることを検知する。１つのセンサーのみを使用して状況を判断する場合、その判
断は誤る可能性があるが、周囲を表わす画像等と組み合わせることで、より複雑な状況を
より精度高く検知できる。例えば、周囲を表わす画像とセンサーの値とを組み合わせるこ
とで、一様な判断だけでなく、個別的な判断まで可能になる。もちろん、センサーを用い
ることで、人の目や嗅覚等によって検知できない状況までも検知することが可能となる利
点がある。
【０１０７】
　次に、解決手段特定部５８は、各種センサーの値を正常値に戻すための解決手段を想定
する（Ｓ１２）。例えば、解決手段特定部５８は、図９に示されている解決手段管理テー
ブルにおいて、検知部５６によって検知された問題に対応する解決手段を特定する。ここ
で特定された解決手段に関する情報は、後述するユーザ問い合わせ時に提示されたり、ロ
ボット装置１０以外の機器や人を利用して問題を解決するときに、指示（コントロール）
依頼として提示されたりしてもよい。
【０１０８】
　次に、判断部６０は、ロボット装置１０によって、検知部５６によって検知された問題
を解決することが可能か否かを判断する。そのために、判断部６０は、ロボット装置１０
が有する機能と、解決手段特定部５８によって特定された解決手段と、を比較する（Ｓ１
３）。
【０１０９】
　ロボット装置１０が有する機能内に、解決手段特定部５８によって特定された解決手段
が含まれている場合、つまり、ロボット装置１０が、その解決手段を実行するための機能
を備えている場合（Ｓ１４，Ｙｅｓ）、処理は、図１２に示されているステップＳ０３に
移行する。この場合、ロボット装置１０は、ロボット装置１０以外の機器を利用せずに、
また、人から援助を受けずに、自身の有する機能によって解決手段を実行する。ロボット
装置１０は、ユーザによって実行指示が与えられた場合に、解決手段を実行してもよい。
【０１１０】
　ロボット装置１０が有する機能内に、解決手段特定部５８によって特定された解決手段
が含まれていない場合、つまり、ロボット装置１０が、その解決手段を実行するための機
能を備えていない場合（Ｓ１４，Ｎｏ）、ロボット装置１０は、自律判断モード又はユー
ザ判断モードを実行する（Ｓ１５）。
【０１１１】
　以下、図１４を参照して、ユーザ判断モードにおける処理について詳しく説明する。図
１４は、その処理を示すフローチャートである。
【０１１２】
　まず、ロボット装置１０の通信部３０は、制御部５４の制御の下、状況収集部４４によ
って収集された状況情報（各種センサーの値）を、端末装置１４に送信する（Ｓ２０）。
このとき、通信部３０は、障害物の有無や、ロボット装置１０と端末装置１４との間の距
離等に応じて通信方式を切り替えてもよい。通信部３０は、例えば、送信先として予め登
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録された端末装置１４に状況情報を送信してもよいし、ロボット装置１０によって識別さ
れた端末装置１４に状況情報を送信してもよいし、ロボット装置１０に対して通信を要求
してきた端末装置１４に状況情報を送信してもよい。例えば、ロボット装置１０の識別部
６４は、視覚センサーによって端末装置１４を撮影することで得られた画像から端末装置
１４のデバイス識別情報を取得し、そのデバイス識別情報に基づいて端末装置１４を識別
してもよい。別の例として、通信部３０は、ロボット装置１０の位置を基準にして予め設
定された範囲内に存在する端末装置１４（例えば、近距離無線通信によって通信が可能な
範囲に存在する端末装置１４）に対して、状況情報を送信してもよい。更に別の例として
、ロボット装置１０の識別部６４は、問題が発生していると想定されるユーザを識別し、
そのユーザが所持する端末装置１４に状況情報を送信してもよい。
【０１１３】
　ロボット装置１０は、端末装置１４のユーザの要求に応じて、状況情報を更に収集して
端末装置１４に送信してもよい（Ｓ２１）。例えば、ロボット装置１０は、移動しながら
カメラ等の視覚センサーによって周囲を追加で撮影し、その撮影で得られた画像（動画像
や静止画像）を、端末装置１４に送信したり、ユーザが指示した事項（例えば温度）のデ
ータを収集し直して端末装置１４に再送信する。
【０１１４】
　次に、ロボット装置１０は、検知部５６によって検知された問題を解決するための１又
は複数の解決手段（解決手段特定部５８によって特定された１又は複数の解決手段）をユ
ーザに提示する（Ｓ２２）。例えば、ロボット装置１０の通信部３０は、制御部５４の制
御の下、解決手段を示す情報を端末装置１４に送信する。この場合、解決手段を示す情報
は、端末装置１４のＵＩ部７２に表示される。別の例として、ロボット装置１０の制御部
５４は、解決手段を示す情報を、ロボット装置１０自身のＵＩ部５０に表示させてもよい
。
【０１１５】
　ユーザに対して提示された１又は複数の解決手段の中からユーザによって実行対象の解
決手段が選択された場合、ロボット装置１０の制御部５４は、ユーザによって選択された
解決手段が、ロボット装置１０以外の機器（例えば機器１２）を利用する解決手段か否か
を判断する（Ｓ２３）。例えば、ユーザが端末装置１４を使用して解決手段を選択した場
合、その解決手段を示す情報が、端末装置１４からロボット装置１０に送信され、ロボッ
ト装置１０の制御部５４は、その情報に基づき、ユーザによって選択された解決手段が、
ロボット装置１０以外の機器を利用する解決手段か否かを判断する。解決手段を示す情報
がロボット装置１０のＵＩ部５０に表示され、ユーザがＵＩ部５０を利用して解決手段を
選択した場合、制御部５４は、その選択に従って判断する。
【０１１６】
　ユーザによって選択された解決手段が、ロボット装置１０以外の機器を利用する解決手
段に該当する場合（Ｓ２３，Ｙｅｓ）、ロボット装置１０の通信部３０は、制御部５４の
制御の下、その解決手段を実現可能な機器に関する情報を、端末装置１４に送信する（Ｓ
２４）。例えば、制御部５４は、デバイス機能管理テーブルや連携機能管理テーブルを参
照することで、ユーザによって選択された解決手段を実現可能な機能を有する１又は複数
の機器を特定する。例えば、解決手段として「プリント」が選択された場合、プリント機
能を有する複合機が、解決手段を実現する機器として特定される。機器に関する情報には
、例えば、機器の外観を表わす外観画像、機器に接続するための機器のアドレス情報、機
器のスペックを示す情報、等が含まれてもよい。別の例として、ロボット装置１０の制御
部５４は、その機器に関する情報を、ロボット装置１０のＵＩ部５０に表示させてもよい
。この場合、端末装置１４に機器に関する情報が送信されなくてもよい。
【０１１７】
　次に、ユーザの操作によって解決手段が実行される（Ｓ２５）。つまり、その解決手段
を実現するための機器が有する機能が実行される。解決手段を実現するための機能として
、単体の機器が有する機能が実行されてもよいし、複数の機器が有する機能を利用する連
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携機能が実行されてもよい。もちろん、解決手段を実現するための機能として、ロボット
装置１０が有する機能が利用されてもよい。機器に対する機能の実行指示は、ロボット装
置１０から与えられてもよいし、端末装置１４から与えられてもよい。機能を実行するた
めの操作等については、後で詳しく説明する。
【０１１８】
　一方、ユーザによって選択された解決手段が、ロボット装置１０以外の機器を利用する
解決手段に該当しない場合（Ｓ２３，Ｎｏ）、ロボット装置１０は、解決手段を実行する
ために、周囲の人に協力を依頼する（Ｓ２４）。このとき、ロボット装置１０は、解決手
段を実行するための手順（ユーザが行うべき作業の手順）をユーザに伝える（Ｓ２５）。
例えば、ロボット装置１０の制御部５４は、その手順を音声としてスピーカに発生させた
り、ロボット装置１０のＵＩ部５０に手順を表示させたり、人のいる場所まで移動して人
に触ったりする。手順が人に伝わり難い場合、音声を大きくしてもよい。ロボット装置１
０の通信部３０は、その手順を示す情報を端末装置１４に送信してもよい。この場合、端
末装置１４のＵＩ部７２に、その手順を示す情報が表示される。
【０１１９】
　なお、機器と人の両方によって実現される解決手段がユーザによって選択された場合、
上記のステップＳ２４からステップＳ２７が実行される。この場合においても、ロボット
装置１０の機能が解決手段の一部として利用されてもよい。
【０１２０】
　以下、図１５を参照して、自律判断モードにおける処理について詳しく説明する。図１
５は、その処理を示すフローチャートである。
【０１２１】
　まず、ロボット装置１０の制御部５４は、必要に応じて、解決手段特定部５８によって
特定された解決手段を実現するために必要な追加機能や応援依頼（ユーザの応援の依頼）
を特定する（Ｓ３０）。
【０１２２】
　ロボット装置１０の制御部５４は、解決手段特定部５８によって特定された解決手段が
、ロボット装置１０以外の機器（例えば機器１２）を利用する解決手段か否かを判断する
（Ｓ３１）。
【０１２３】
　解決手段特定部５８によって特定された解決手段が、ロボット装置１０以外の機器を利
用する解決手段に該当する場合（Ｓ３１，Ｙｅｓ）、ロボット装置１０の制御部５４は、
周囲において、その解決手段を実行可能な機器を探索する（Ｓ３２）。制御部５４は、例
えば、視覚センサーによって得られた画像、各機器の位置情報、無線通信状況等に基づい
て、機器を探索する。例えば、制御部５４は、デバイス機能管理テーブルや連携機能管理
テーブルを参照することで、解決手段を実現可能な機能を有する１又は複数の機器を特定
する。例えば、解決手段が「プリント」の場合、ロボット装置１０の制御部５４は、プリ
ント機能を有する複合機を探索する。
【０１２４】
　解決手段を実行可能な機器が周囲に存在する場合（Ｓ３３，Ｙｅｓ）、ロボット装置１
０の通信部３０は、制御部５４の制御の下、解決手段の実行指示（解決手段を実現するた
めの機能の実行指示）を示す情報を、当該機器に送信する（Ｓ３４）。実行指示を示す情
報を受けた機器は、その指示に従って解決手段を実行する。
【０１２５】
　ロボット装置１０の制御部５４は、解決手段を実行可能な機器のコントロール権を取得
できるか否かを確認してもよい。すなわち、制御部５４は、当該機器のアドレス情報やコ
ントロール可能なドライバがロボット装置１０に記憶されているか否かを確認する。ネッ
トワーク等を利用してドライバ等を取得できる場合、制御部５４は、ドライバ等のダウン
ロードを実行する。なお、ロボット装置１０は、機器の操作パネルを直接操作することで
当該機器に実行指示を与えてもよいし、当該機器のリモコンを操作することで、当該機器
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に実行指示を与えてもよい。
【０１２６】
　解決手段が無事終了したか否かは、機器による機能の実行後に、問題が解決したか否か
によって判断される。検知部５６によって問題が検知されない場合、制御部５４は、その
問題が解決されたと判断する。問題が解決していない場合、ロボット装置１０の制御部５
４は、解決手段の実行指示を機器に再度与えたり、別の解決手段を探索する。
【０１２７】
　解決手段を実行可能な機器が周囲に存在しない場合（Ｓ３３，Ｎｏ）、ロボット装置１
０の制御部５４は、別の解決手段を探索する（Ｓ３５）。このとき、制御部５４は、モー
ドをユーザ判断モードに切り替えてもよい。
【０１２８】
　解決手段特定部５８によって特定された解決手段が、ロボット装置１０以外の機器を利
用する解決手段に該当しない場合（Ｓ３１，Ｎｏ）、ロボット装置１０は、解決手段を実
行するために、周囲の人に協力を依頼する（Ｓ３６）。このとき、ロボット装置１０は、
協力依頼内容（例えば解決手段を実行するための手順等）をユーザに伝える（Ｓ３７）。
例えば、ロボット装置１０の制御部５４は、協力依頼内容を音声としてスピーカに発生さ
せたり、ロボット装置１０のＵＩ部５０に協力依頼内容を表示させたり、人のいる場所ま
で移動して人に触ったりする。ロボット装置１０の通信部３０は、協力依頼内容を示す情
報を端末装置１４に送信してもよい。この場合、端末装置１４のＵＩ部７２に、その協力
依頼内容を示す情報が表示される。
【０１２９】
　協力に応じてもらえる場合（Ｓ３８，Ｙｅｓ）、処理は終了する。この場合、ユーザが
解決手段を実行する。協力に応じてもらえない場合（Ｓ３８，Ｎｏ）、ロボット装置１０
の制御部５４は、別の解決手段を探索する（Ｓ３５）。制御部５４は、モードをユーザ判
断モードに切り替えてもよい。制御部５４は、例えば、音声認識によって、ユーザの返事
を認識することで、協力に応じてもらえたか否かを判断してもよい。例えば、協力に応じ
る旨の返事が音声認識された場合、制御部５４は、協力に応じてもられたと判断する。別
の例として、解決手段を実現するためにユーザによって行われると想定される動作が、予
め設定された時間内に実行されて、各種センサー（例えば視覚センサー）によってその動
作が検知された場合、制御部５４は、協力に応じてもらえたと判断してもよい。
【０１３０】
　なお、時間が経過するにつれて、周囲の状況も変化するため、発生する問題も変化する
場合がある。この場合、ロボット装置１０は、刻々と変化する状況（問題）を検知し、そ
の検知結果に応じた解決手段を特定する。
【０１３１】
　また、ロボット装置１０が解決できる問題は、ロボット装置１０が有する機能の更新に
応じて変更される。その機能の更新は、例えば、ロボット装置１０が有するハードウェア
及びソフトウェアの中の少なくとも１つを変更することで行われる。
【０１３２】
　なお、解決手段特定部５８は、人によって実行される解決手段よりも、人によって実行
されずに機器を利用して実行される解決手段（人の協力が不要な解決手段）を優先的に特
定してもよい。人によって実行される解決手段は、必ずしも人によって実行されるとは限
らない。それ故、人の協力が不要な解決手段を優先的に特定することで、より確実に実行
され得る解決手段が特定される。また、人が検知されない場合、解決手段特定部５８は、
人の協力が必要な解決手段を探索せずに、人の協力が不要な解決手段を特定してもよい。
これにより、解決手段の探索に要する負荷が軽減される。
【０１３３】
　以下、図１６を参照して、解決手段の実行制御について詳しく説明する。図１６は、そ
の制御を示すフローチャートである。以下では、ロボット装置１０によって問題を解決で
きないものとする。
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【０１３４】
　まず、ロボット装置１０の制御部５４は、上記のユーザ判断モードにおいてユーザによ
って選択された解決手段、又は、上記の自律判断モードにおいてロボット装置１０によっ
て特定された解決手段に、機器の制御が含まれているか否かを判断する（Ｓ４０）。つま
り、制御部５４は、上記の解決手段が、機器を利用する解決手段に該当するか否かを判断
する。更に換言すると、制御部５４は、上記の解決手段が、機器を利用せずに人のみによ
って実現される解決手段か否かを判断する。
【０１３５】
　上記の解決手段に機器の制御が含まれていない場合（Ｓ４０，Ｎｏ）、つまり、解決手
段が機器を利用せずに人のみによって実現される解決手段に該当する場合、ロボット装置
１０は、解決手段を実行するために、周囲の人に協力を依頼する（Ｓ４１）。例えば、ロ
ボット装置１０の通信部３０は、協力依頼内容（例えば解決手段を実行するための手順等
）を示す情報を端末装置１４に送信する。この場合、端末装置１４のＵＩ部７２に、その
協力依頼内容を示す情報が表示される。このとき、ロボット装置１０の通信部３０は、周
囲の環境に応じた通信方式を利用して、協力依頼内容を示す情報を端末装置１４に送信す
る（Ｓ４２）。周囲の環境は、例えば、ロボット装置１０と端末装置１４との間の距離や
、ロボット装置１０と端末装置１４との間の障害物の有無等である。ロボット装置１０の
制御部５４は、協力依頼内容を音声としてスピーカに発生させたり、ロボット装置１０の
ＵＩ部５０に協力依頼内容を表示させたり、人のいる場所まで移動して人に触ったりして
もよい。ロボット装置１０の制御部５４は、解決手段を実現するためにユーザによって行
われると想定される動作が、予め設定された時間内に実行されるか否かを観察する（Ｓ４
３）。制御部５４は、その観察に基づいて、問題が解消したか否かを判断する（Ｓ４４）
。その想定される動作が予め設定された時間内に実行されて、各種センサー（例えば視覚
センサー）によってその動作が検知された場合、ロボット装置１０の制御部５４は、問題
が解消したと判断する（Ｓ４４，Ｙｅｓ）。この場合、処理は終了する。一方、想定され
る動作が予め設定された時間内に実行されず、各種センサーによってその動作が検知され
ない場合、ロボット装置１０の制御部５４は、問題が解消していないと判断する（Ｓ４４
，Ｎｏ）。この場合、ロボット装置１０は、別の解決手段を探索してもよいし、同じ協力
依頼内容をユーザに通知してもよい（Ｓ４５）。
【０１３６】
　上記の解決手段に機器の制御が含まれている場合（Ｓ４０，Ｙｅｓ）、つまり、解決手
段が機器を利用する解決手段に該当する場合、ロボット装置１０の制御部５４は、解決手
段に利用される機器が無料で利用可能な機器に該当するか否かを判断する（Ｓ４６）。具
体的には、ロボット装置１０の制御部５４は、周囲において、その解決手段を実行可能な
機器を探索（識別）し、その機器が無料で利用可能な機器に該当する否かを判断する。無
料又は有料を示す情報は、機器毎に管理されている。例えば、デバイス機能管理テーブル
において、各機器が無料又は有料で使用可能なことが管理されていてもよい。別の例とし
て、制御部５４は、識別した機器から、当該危機が無料又は有料で使用可能な機器かを示
す情報を取得してもよい。
【０１３７】
　解決手段に利用される機器が無料で利用可能な機器に該当しない場合（Ｓ４６，Ｎｏ）
、つまり、その機器が有料で使用可能な機器に該当する場合、ロボット装置１０の制御部
５４は、当該ロボット装置１０が、当該機器に対応する支払手段を有しているか否かを判
断する（Ｓ４７）。支払手段は、例えば、電子マネー（電子通貨）、仮想通貨、現金、ク
レジットカード等である。もちろん、これら以外の手段によって支払いが行われてもよい
。ロボット装置１０が、支払手段を有していない場合（Ｓ４７，Ｎｏ）、ロボット装置１
０の制御部５４は、別の解決手段を探索する（Ｓ４８）。ロボット装置１０が、支払手段
を有している場合（Ｓ４７，Ｙｅｓ）、処理はステップＳ４９に移行する。この場合、ロ
ボット装置１０の制御部５４は、有料で利用可能な機器を使用するための支払い動作を制
御する。つまり、ロボット装置１０は、機器の利用の際に、支払手段によって支払する。
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なお、ロボット装置１０が支払手段を有していない場合、ロボット装置１０は、ロボット
装置１０以外の機器及び人の中の少なくとも１つから支払い援助を受けて（例えば、人や
機器から金銭を借りたり譲り受けたりして）支払い動作を行ってもよい。
【０１３８】
　次に、ロボット装置１０の制御部５４は、解決手段に利用される機器が通信機能を介し
て制御可能な機器に該当するか否かを判断する（Ｓ４９）。通信機能を介して制御可能か
否かを示す情報は、機器毎に管理されている。例えば、デバイス機能管理テーブルにおい
て、各機器が通信機能を介して制御可能か否かが管理されていてもよい。
【０１３９】
　解決手段に利用される機器が通信機能を介して制御可能な機器に該当する場合（Ｓ４９
，Ｙｅｓ）、ロボット装置１０の制御部５４は、その機器との間で通信可能な通信方式（
その機器が対応している通信方式）を選択する（Ｓ５０）。各機器が対応している通信方
式は、機器毎に管理されている。例えば、デバイス機能管理テーブルにおいて、各機器が
対応している通信方式が管理されていてもよい。なお、機器が対応している通信方式に従
って当該機器と通信を行っても通信エラーが生じる場合、ステップＳ５７以降の処理が実
行されてもよい。また、当該機器が複数の通信方式に対応している場合、ロボット装置１
０は、当該複数の通信方式のそれぞれを用いて当該機器との間で通信を試みてもよい。こ
の場合、ロボット装置１０は、複数の通信方式の中で最適な通信方式（例えば、通信速度
が最も速い通信方式や、ノイズが最も少ない通信方式等）を用いて機器と通信してもよい
。
【０１４０】
　また、ロボット装置１０の制御部５４は、解決手段に利用される機器のアドレス情報や
アクセスパスワード等を取得する（Ｓ５１）。ロボット装置１０の制御部５４は、例えば
、アドレス情報等を記憶するサーバ等の装置からアドレス情報等を取得してもよいし、イ
ンターネット経由等でアドレス情報等を取得してもよい。別の例として、アドレス情報等
はロボット装置１０に記憶されていてもよい。また、ロボット装置１０の制御部５４は、
解決手段に利用される機器を制御するために当該機器のドライバが必要な場合、そのドラ
イバを取得してロボット装置１０にインストールする（Ｓ５２）。ロボット装置１０の制
御部５４は、例えば、ドライバを記憶するサーバ等の装置からドライバを取得してもよい
し、インターネット経由等でドライバを取得してもよい。
【０１４１】
　次に、ロボット装置１０の通信部３０は、解決手段の実行指示（解決手段を実行するた
めの機能の実行指示）を示す情報を、解決手段に利用される機器に送信する（Ｓ５３）。
実行指示を示す情報を受けた機器は、その指示に従って解決手段を実行する。
【０１４２】
　ロボット装置１０の制御部５４は、機器が問題を解決しているか否かを観察し（Ｓ５４
）、その観察に基づいて、問題が解消したか否かを判断する（Ｓ５５）。例えば、解決手
段を実現するために機器によって行われると想定される動作が、予め設定された時間内に
当該機器によって実行されて、各種センサー（例えば視覚センサー）によってその動作が
検知された場合、ロボット装置１０の制御部５４は、機器が問題を解決していると判断す
る（Ｓ５５，Ｙｅｓ）。この場合、処理は終了する。一方、想定される動作が予め設定さ
れた時間内に実行されず、各種センサーによってその動作が検知されない場合、ロボット
装置１０の制御部５４は、問題が解消していないと判断する（Ｓ５５，Ｎｏ）。この場合
、ロボット装置１０は、別の解決手段を探索してもよいし、同じ実行指示を機器に送信し
てもよい（Ｓ５６）。なお、ロボット装置１０の制御部５４は、別の新たな解決手段の実
行が可能か否かを判断してもよい。例えば、部屋の温度が高い場合において、クーラー以
外の機器として扇風機が部屋内に新たに設置された場合、制御部５４は、その扇風機を用
いた新たな解決手段を探索してもよい。また、検索部６２は、インターネット等を利用す
ることで、新たな解決手段を検索してもよい。
【０１４３】
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　解決手段に利用される機器が通信機能を介して制御可能な機器に該当しない場合（Ｓ４
９，Ｎｏ）、ロボット装置１０は、当該機器を操作するためのリモコンを探索する（Ｓ５
７）。ロボット装置１０は、例えば、視覚センサーによって得られた画像を解析すること
でリモコンを識別する。
【０１４４】
　リモコンが見つからない場合（Ｓ５８，Ｎｏ）、ロボット装置１０は、別の解決手段を
探す（Ｓ５９）。
【０１４５】
　リモコンが見つかった場合（Ｓ５８，Ｙｅｓ）、ロボット装置１０は、リモコンを操作
することで、解決手段の実行するための指示を入力する（Ｓ５９）。その指示を受けた機
器は、その指示に従って解決手段を実行する。
【０１４６】
　ロボット装置１０の制御部５４は、機器が問題を解決しているか否かを観察し、その観
察に基づいて、問題が解消したか否かを判断する（Ｓ６１）。例えば、解決手段を実現す
るために機器によって行われると想定される動作が、予め設定された時間内に当該機器に
よって実行されて、各種センサー（例えば視覚センサー）によってその動作が検知された
場合、ロボット装置１０の制御部５４は、機器が問題を解決していると判断する（Ｓ６１
，Ｙｅｓ）。この場合、処理は終了する。一方、想定される動作が予め設定された時間内
に実行されず、各種センサーによってその動作が検知されない場合、ロボット装置１０の
制御部５４は、問題が解消していないと判断する（Ｓ６１，Ｎｏ）。この場合、ロボット
装置１０は、別の解決手段を探索してもよいし、リモコンを用いて同じ実行指示を機器に
送信してもよい（Ｓ６２）。
【０１４７】
　以下、本実施形態に係るロボット装置１０の適用場面について詳しく説明する。
【０１４８】
（適用場面１）
　図１７を参照して、適用場面１について説明する。図１７には、人やロボット装置１０
等が示されている。例えば、人７６（３人）によって会議が行われており、その場にロボ
ット装置１０が同席しているものとする。
【０１４９】
　ロボット装置１０の状況収集部４４は、各種センサーによって周囲の状況情報を収集す
る。状況収集部４４は、例えば、周囲の人７６の会話を示す音声や、人７６を表わす画像
（例えば人７６の顔を表わす画像や全身を表わす画像等）、温度、湿度、等を状況情報と
して収集する。ロボット装置１０の検知部５６は、その状況情報（例えば、人７６の様子
（会話、表情、態度等）や温度等）に基づいて、周囲の状況を検知する。例えば、人７６
が「今の発言をメモにして紙でほしい」と発言した場合、ロボット装置１０の状況収集部
４４は、その会話の音声情報を状況情報として収集し、ロボット装置１０の検知部５６は
、その会話に基づいて、問題が発生しているか否かを判断する。上記の発言では、「発言
の内容を紙に印刷してほしい」という問題が検知される。
【０１５０】
　解決手段特定部５８は、解決手段管理情報３８を参照して、その問題を解決するための
解決手段を特定する。この問題は、例えば、「発言を音声情報として収集し、その発言内
容を文字列に変換する機能」と、「プリント機能」と、を組み合わせることによって、解
決できる問題である。すなわち、この問題に対する解決手段は、「発言を音声情報として
収集し、その発言内容を文字列に変換する機能」と「プリント機能」との組み合わせによ
って構成される。
【０１５１】
　ここで、ロボット装置１０が、「発言を音声情報として収集し、その発言内容を文字列
に変換する機能」を備えており、「プリント機能」を備えていないものとする。この場合
、ロボット装置１０のみによっては、上記の問題を解決することができない。これに対処
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するために、ロボット装置１０は、プリント機能を有する機器を探索する。例えば、ロボ
ット装置１０は、視覚センサー（例えばカメラ）によって周囲の機器を撮影し、ロボット
装置１０の識別部６４は、その撮影で得られた画像を解析することで、撮影された機器を
識別する。例えば、複合機７８がロボット装置１０の周囲に設置されており、プリント機
能を備えているものとする。ロボット装置１０の識別部６４は、複合機７８を識別し、そ
の複合機７８が有する機能（例えばプリント機能）を識別する。この場合、ロボット装置
１０と複合機７８とによって、解決手段が実行される。この解決手段は、ロボット装置１
０と複合機７８とを利用する連携機能によって実現される解決手段、つまり、ロボット装
置１０と複合機７８とが連携することで実現される解決手段である。例えば、ロボット装
置１０は、自動的に解決手段を実行してもよいし、ユーザからの実行指示を受けて解決手
段を実行してもよい。解決手段を実行する場合、ロボット装置１０は、複合機７８と通信
し、人７６の発言内容を示す情報を複合機７８に送信するとともに、その情報の印刷指示
を複合機７８に与える。これにより、人７６の発言内容が用紙に印刷される。
【０１５２】
　ロボット装置１０は、複合機７８まで移動し、発言内容が印刷された用紙を取得してユ
ーザに渡してもよい。また、ロボット装置１０は、音声等によって、解決手段が実行され
たことをユーザに報知してもよい。
【０１５３】
　図１７に示す例では、ロボット装置１０が解決手段に利用されているが、ロボット装置
１０が利用されずに、ロボット装置１０以外の機器を利用する解決手段が実行されてもよ
い。この場合、ロボット装置１０は、ロボット装置１０以外の機器に、解決手段の実行指
示を与える。
【０１５４】
　ロボット装置１０は、複合機７８を直接操作してもよい。例えば、「用紙をコピーして
ほしい」といった問題がロボット装置１０の検知部５６によって検知された場合、ロボッ
ト装置１０の解決手段特定部５８は、「コピー機能」を解決手段として特定する。この場
合、ロボット装置１０は、コピー機能を有する機器（例えば複合機７８）を探索し、複合
機７８に用紙のコピーを実行させる。例えば、ロボット装置１０は、ユーザから用紙を受
け取って複合機７８にセットし、複合機７８の操作パネルを直接操作することで、複合機
７８にコピー指示を与える。ロボット装置１０は、例えば視覚センサーによって取得され
た画像を解析することで、操作パネル等を識別して、コピー指示を与える。
【０１５５】
　以上のように、ロボット装置１０のみによって解決できない問題が検知された場合であ
ても、他の機器を利用してその問題を解決することが可能となる。これにより、ロボット
装置１０が状況に応じて連携して解決できる問題の範囲を広げることが可能となる。
【０１５６】
（適用場面２）
　図１８を参照して、適用場面２について説明する。図１８には、ユーザやロボット装置
１０等が示されている。例えば、人８０が倒れているものとする。ロボット装置１０の状
況収集部４４は、倒れている人８０の画像を状況情報として収集し、ロボット装置１０の
検知部５６は、その画像に基づいて、問題が発生しているか否かを判断する。図１８に示
す例では、「人が倒れている」という問題が検知される。
【０１５７】
　解決手段特定部５８は、解決手段管理情報３８を参照して、その問題を解決するための
解決手段を特定する。この問題は、例えば、「倒れている人を救護するために人に助けを
求める」ことで解決できる問題である。すなわち、この問題に対する解決手段には、「人
に助けを求めること」が含まれている。この場合、ロボット装置１０は、倒れている人８
０以外の人８２に助けを求める。そのために、ロボット装置１０は、音声を発生してもよ
いし、人８２まで移動して人８２に接触してもよい。このとき、ロボット装置１０の制御
部５４は、救護するための手順を示す情報を、ロボット装置１０のＵＩ部５０に表示させ
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てもよいし、人８２が所持する端末装置１４に表示させてもよい。例えば、ロボット装置
１０は、各種センサーによって人８２が所持する端末装置１４を識別し、識別した端末装
置１４に、救助するための手順を示す情報を送信してもよい。
【０１５８】
　なお、解決手段特定部５８によって、「倒れている人を安全な場所まで運ぶ」という解
決手段が特定された場合において、ロボット装置１０が、物体を運ぶ機能を備えている場
合、ロボット装置１０は、ロボット装置１０のみによって人８０を運んでもよいし、他の
人と共同で人８０を運んでもよいし、他の機器と共同で人８０を運んでもよいし、他の人
と他の機器と共同して人８０を運んでもよい。他の機器は、ロボット装置１０によって識
別された機器である。ロボット装置１０が、物体を運ぶ機能を備えていない場合、ロボッ
ト装置１０は、倒れている人８０を安全な場所まで運ぶよう、人８２に指示を与えてもよ
い。その指示を示す情報は、ロボット装置１０のＵＩ部５０に表示されてもよいし、人８
２が有する端末装置に送信されて端末装置に表示されてもよい。
【０１５９】
　以上のように、ロボット装置１０のみによって解決できない問題が検知された場合であ
って、人に協力を依頼してその問題を解決することが可能となる。
【０１６０】
（適用場面３）
　図１９を参照して、適用場面３について説明する。図１９には、ユーザやロボット装置
１０等が示されている。例えば、人８４が「喉が渇いた」と発言した場合、ロボット装置
１０の状況収集部４４は、その発言の音声情報を状況情報として収集し、ロボット装置１
０の検知部５６は、その発言に基づいて、問題が発生しているか否かを判断する。上記の
発言では、「喉が渇いた」という問題が検知される。
【０１６１】
　解決手段特定部５８は、解決手段管理情報３８を参照して、その問題を解決するための
解決手段を特定する。この問題は、例えば、「飲み物を購入する」ことによって解決でき
る問題である。すなわち、この問題に対する解決手段は、「飲み物を提供する機能」によ
って構成される。
【０１６２】
　ここで、ロボット装置１０は、「飲み物を提供する機能」を備えていないものとする。
この場合、ロボット装置１０にのみによっては、上記の問題を解決することができない。
これに対処するために、ロボット装置１０は、飲み物を提供する機器を探索する。例えば
、ロボット装置１０は、視覚センサーによって周囲の機器を撮影し、ロボット装置１０の
識別部６４は、その撮影で得られた画像を解析することで、撮影された機器を識別する。
例えば、飲料水の自動販売機８６（機器の一例）がロボット装置１０の周囲に設置されて
いるものとする。ロボット装置１０の識別部６４は、自動販売機８６を識別し、その自動
販売機８６が有する機能（例えば有料で飲み物を提供する機能）を識別する。ロボット装
置１０の識別部６４は、視覚センサーによって得られた画像に基づいて、自動販売機８６
が対応している支払方法（例えば電子マネーや貨幣）を識別してもよいし、自動販売機８
６と通信して、自動販売機８６が対応している支払方法を識別してもよい。ロボット装置
１０の制御部５４は、自動販売機８６が対応している支払方法を準備する。
【０１６３】
　ロボット装置１０が、自動販売機８６に対応している支払手段（例えば、電子マネー、
貨幣、クレジットカード等）を有している場合、ロボット装置１０の制御部５４は、支払
い動作を制御する。これにより、ロボット装置１０は、自動販売機８６において、その支
払手段によって支払を行うことで、飲み物を購入する。例えば、ロボット装置１０は、自
動販売機８６まで移動して自動販売機８６を直接操作することで、飲み物を購入する。ロ
ボット装置１０は、例えば視覚センサーによって取得された画像を解析することで、自動
販売機８６の購入ボタン等を識別して、飲み物を購入する。ロボット装置１０は、その飲
み物を人８４に届けてもよい。なお、ロボット装置１０は、ユーザの指示に応じて、飲み
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物を購入してもよいし、ユーザの指示を受けずに、飲み物を購入してもよい。ユーザの指
示に応じて購入処理を行う場合、ロボット装置１０の制御部５４は、解決手段を示す情報
（例えば、飲み物を購入することを示す情報）をロボット装置１０のＵＩ部５０に表示さ
せる。ユーザがＵＩ部５０を用いて購入指示を与えた場合、ロボット装置１０は、支払手
段によって支払を行って飲み物を購入する。解決手段を示す情報は、ユーザの端末装置１
４に送信されて端末装置１４に表示されてもよい。ユーザが端末装置１４を用いて購入指
示を与えると、その購入指示を示す情報が端末装置１４からロボット装置１０に送信され
、ロボット装置１０は、その購入指示に従って、飲み物を購入する。
【０１６４】
　ロボット装置１０が、自動販売機８６に対応している支払手段を有していない場合、人
８４及び他の機器の中の少なくとも１つから支払いの援助を受けて、支払い動作を行って
もよい。例えば、ロボット装置１０は、問題を解決するための行動に関与し得る人から支
払用の金銭を受け取り、その金銭によって飲み物を購入してもよいし、支払手段を有する
他の機器からその支払手段を借りて支払い動作を行ってもよい。問題を解決するための行
動に関与し得る人は、例えば、「喉が渇いた」と発言した人８４であり、この人８４は、
ロボット装置１０の各種センサーによって識別される。
【０１６５】
（ユーザ判断モード１）
　以下、ユーザ判断モードの一例（ユーザ判断モード１）について詳しく説明する。図２
０には、人やロボット装置１０等が示されている。例えば、人８７（３人）が会話をして
おり、ロボット装置１０の周囲には、複数の機器（例えば、複合機７８、プロジェクタ８
８、カメラ９０、ディスプレイ９２、アロマ器９４）が設置されている。
【０１６６】
　ロボット装置１０の状況収集部４４は、各種センサーによって周囲の状況情報を収集し
、検知部５６は、その状況情報に基づいて周囲の状況を検知する。また、識別部６４は、
周囲に存在する機器を識別する。例えば、検知部５６によって、「３人が会議しており、
何やら揉めている」という状況（問題）が検知されたものとする。また、図２０に示す例
では、識別部６４によって、複合機７８、プロジェクタ８８、カメラ９０、ディスプレイ
９２及びアロマ器９４が識別される。識別部６４は、人（例えば問題が生じている人８７
）が所持している端末装置１４を識別してもよい。
【０１６７】
　ロボット装置１０の判断部６０が、検知部５６によって検知された問題をロボット装置
１０によって解決できないと判断した場合、ロボット装置１０の通信部３０は、制御部５
４の制御の下、ロボット装置１０に予め登録された端末装置１４や、識別部６４によって
識別された端末装置１４（例えば問題が生じている人８７が所持している端末装置１４）
に、状況情報を送信する。その状況情報には、検知部５６によって検知された状況（問題
）を示す情報、識別部６４によって識別された機器を示す情報、等が含まれる。
【０１６８】
　端末装置１４のＵＩ部７２には、状況を説明する画面が表示される。図２１には、その
画面の一例が示されている。端末装置１４のＵＩ部７２には、状況説明画面９６が表示さ
れる。状況説明画面９６には、検知部５６によって検知された状況（問題）を示す情報、
識別部６４によって識別された機器を示す情報、等が表示される。図２１に示す例では、
状況（問題）として「３人が会議して、何か揉めている」ことを示す文字列が表示され、
「周囲に、複合機、プロジェクタ、カメラ、ディスプレイ及びアロマ器が存在する」こと
を示す文字列が表示される。
【０１６９】
　また、ユーザが端末装置１４を使用して追加情報を要求した場合、その要求を示す情報
が、端末装置１４からロボット装置１０に送信される。ロボット装置１０の通信部３０は
、その要求に応じて、追加情報を端末装置１４に送信する。例えば、追加情報として、周
囲の状況を表わす画像がユーザによって要求された場合、ロボット装置１０の通信部３０
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は、周囲の状況を表わす画像データを端末装置１４に送信する。
【０１７０】
　ロボット装置１０の通信部３０は、例えば、問題が生じていると想定される人８７に紐
付く画像データ、識別部６４によって識別された機器に紐付く画像データ、等を、周囲の
状況を表わす画像データとして、端末装置１４に送信する。人８７に紐付く画像データは
、視覚センサーによる撮影によって生成された画像データであってもよいし、人を模式的
に表す画像データであってもよい。機器に紐付く画像データは、識別部６４が機器を識別
するときに視覚センサー（カメラ）による撮影で得られた画像データであってもよいし、
識別された機器を模式的に表す画像データ（例えばアイコン）であってもよい。模式的に
表す画像データは、例えば、ロボット装置１０に予め記憶されていてもよいし、サーバ等
の装置に予め記憶されて、ロボット装置１０に送信されてもよい。
【０１７１】
　ロボット装置１０の通信部３０は、追加情報としての画像データ（例えば人８７に紐付
く画像データと機器に紐付く画像データ）を端末装置１４に送信する。端末装置１４のＵ
Ｉ部７２には、その画像が表示される。図２２には、その画像の一例が示されている。端
末装置１４のＵＩ部７２には、状況説明画面９８が表示される。状況説明画面９６には、
追加情報としての画像群が表示される。例えば、人８７に紐付く画像１００、複合機７８
に紐付く機器画像１０２、プロジェクタ８８に紐付く機器画像１０４、カメラ９０に紐付
く機器画像１０６、ディスプレイ９２に紐付く機器画像１０８、及び、アロマ器９４に紐
付く機器画像１１０が表示される。
【０１７２】
　ユーザが状況説明画面９８上において、機器画像を指定し、その機器画像に紐付く機器
を利用する解決手段の実行指示を与えると、その実行指示を示す情報が、その機器に送信
される。その機器は、実行指示に従って、検知部５６によって検知された問題を解決する
ための解決手段を実行する。実行指示を示す情報は、端末装置１４から機器に送信されて
もよいし、ロボット装置１０から機器に送信されてもよい。
【０１７３】
　例えば、ユーザによって機器画像１０８，１１０が指定されたものとする。この場合、
解決手段特定部５８は、解決手段管理情報３８を参照することで、検知部５６によって検
知された問題「３人が会議して、何か揉めている」を解決するための解決手段であって、
機器画像１０８に紐付くディスプレイ９２と機器画像１１０に紐付くアロマ器９４とを利
用する解決手段を特定する。つまり、解決手段特定部５８は、解決手段管理情報３８を参
照することで、検知部５６によって検知された問題「３人が会議して、何か揉めている」
を解決するための解決手段を特定し、デバイス機能管理情報４０と連携機能管理情報４２
を参照することで、特定された各解決手段に用いられる機器群（各解決手段を実行するた
めに利用される機能を有する機器群）を特定する。ユーザによってディスプレイ９２とア
ロマ器９４が指定されると、解決手段特定部５８は、それらを利用する解決手段を選択す
る。
【０１７４】
　ユーザによってディスプレイ９２とアロマ器９４が指定されると、例えば図２３に示す
ように、端末装置１４のＵＩ部７２に、実行指示画面１１２が表示される。その実行指示
画面１１２には、ユーザによって指定された機器画像（例えば機器画像１０８，１１０）
が表示され、ユーザによって指定された機器を利用して実行可能な機能（解決手段）を示
す情報が表示される。例えば、ディスプレイ９２とアロマ器９４を利用することで実行可
能な解決手段は、「癒し画像をディスプレイ９２に表示し、癒しの香りをアロマ器９４か
ら発声させる」ことである。この解決手段は、ディスプレイ９２とアロマ器９４とを連携
させることで実行可能な連携機能であり、この連携機能は、連携機能管理情報４２に登録
されている。ユーザが端末装置１４を使用して解決手段の実行指示を与えると、その実行
指示を示す情報が、端末装置１４からディスプレイ９２とアロマ器９４に送信される。も
ちろん、実行指示を示す情報は、ロボット装置１０を介してディスプレイ９２とアロマ器
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９４に送信されてもよい。実行指示を示す情報を受けたディスプレイ９２は、癒し画像を
表示し、実行指示を示す情報を受けたアロマ器９４は、癒しの香りを発声させる。なお、
癒し画像のデータは、ロボット装置１０に予め記憶されており、ロボット装置１０からデ
ィスプレイ９２に送信されてもよいし、サーバ等の装置に記憶されて、サーバ等の装置か
らディスプレイ９２に送信されてもよい。
【０１７５】
　なお、図２１から図２３に示されている画面は、ロボット装置１０のＵＩ部５０に表示
されてもよい。この場合、各画面は、端末装置１４のＵＩ部７２に表示されなくてもよい
。また、画面に表示される情報は、音声情報として出力されてもよい。
【０１７６】
　なお、解決手段を実行する機器の選択操作について後で詳しく説明する。
【０１７７】
（ユーザ判断モード２）
　以下、ユーザ判断モードの別の例（ユーザ判断モード２）について詳しく説明する。
【０１７８】
　ロボット装置１０の判断部６０が、検知部５６によって検知された問題をロボット装置
１０によって解決できないと判断した場合、ロボット装置１０の通信部３０は、制御部５
４の制御の下、端末装置１４に状況情報を送信する。
【０１７９】
　例えば図２４に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には通知画面１１４が表示され
る。通知画面１１４には、ロボット装置１０によっては解決できない問題（事態）が発生
した旨のメッセージが表示される。
【０１８０】
　通知画面１１４においてユーザが「はい」ボタンを押すと、画面は次の画面に遷移する
。例えば図２５に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には状況説明画面１１６が表示
される。状況説明画面１１６には、ロボット装置１０によって検知された状況（問題）の
説明文が表示される。
【０１８１】
　状況説明画面１１６には、ユーザに状況を理解できたか否かを問うメッセージが表示さ
れる。ユーザが「いいえ」ボタンを押すと、ロボット装置１０に対して問い合わせを行う
こと、つまり、追加情報を要求することが可能となる。この場合、図２６に示されている
ように、端末装置１４のＵＩ部７２には、問い合わせ画面１１８が表示される。問い合わ
せ画面１１８においては、ユーザは端末装置１４を使用して、問い合わせ内容（例えば、
ユーザが追加で知りたい事項等）を入力することが可能となっている。図２６に示す例で
は、「○○のデータが欲しい。」、「△△の映像が見たい。」等といった問い合わせ内容
がユーザによって入力されている。この問い合わせ内容を示す情報は、端末装置１４から
ロボット装置１０に送信される。ロボット装置１０の状況収集部４４は、その問い合わせ
に応じた情報（例えば画像や音声データ等）を収集し、ロボット装置１０の通信部３０は
、状況収集部４４によって収集された情報を端末装置１４に送信する。端末装置１４のＵ
Ｉ部７２の状況説明画面１１６には、追加で取得された情報が表示される。
【０１８２】
　状況説明画面１１６において、ユーザが「はい」ボタンを押すと、図２７に示されてい
るように、端末装置１４のＵＩ部７２には、解決手段表示画面１２０が表示される。解決
手段表示画面１２０には、ロボット装置１０の解決手段特定部５８によって特定された解
決手段を示す情報（解決手段の説明文や名称等）が表示される。例えば、上述したように
、「３人が会議して、何やら揉めている」という問題が検知された場合、解決手段特定部
５８は、解決手段管理情報３８を参照することで、その問題を解決するための解決手段を
特定する。特定された解決手段を示す情報は、ロボット装置１０から端末装置１４に送信
され、端末装置１４のＵＩ部７２に表示される。図２７に示す例では、（１）から（４）
までの４つの解決手段案が、上記の問題を解決するための推奨解決手段として特定されて
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、それらを示す情報が表示されている。各解決手段案は、ランダムの順番で表示されても
よいし、問題を解決する上でより高い効果が得られると想定される順番で表示されてもよ
いし、実行容易性で決定される順番で表示されてもよい。例えば、端末装置１４又はロボ
ット装置１０からより近い位置に存在する機器を利用する解決手段ほど、実行容易性が高
く、その解決手段はより上位に表示される。ロボット装置１０、端末装置１４及び各機器
の位置情報は、例えばＧＰＳ（Global Positioning System）を利用することで得られる
。ロボット装置１０の制御部５４は、ＧＰＳを利用することで得られた位置情報を用いて
、端末装置１４又はロボット装置１０と各機器との間の距離を演算する。その演算結果に
基づいて、上記の順位が決定される。
【０１８３】
　解決手段表示画面１２０が端末装置１４のＵＩ部７２に表示されている状態で、ユーザ
が画面遷移を指示した場合や、予め設定された時間が経過した場合、図２８に示されてい
るように、端末装置１４のＵＩ部７２に画面１２２が表示される。その画面１２２には、
「解決手段の選択してください。」といったメッセージ（例えば、解決手段の選択を促す
メッセージ）が表示される。また、提示された解決手段案（図２７参照）の中に適切な解
決手段（例えば、ユーザが実行を希望する解決手段）が含まれていない場合、ユーザは、
別の指示を与えることができるようになっている。
【０１８４】
　例えば、提示された解決手段案（図２７参照）の中に適切な解決手段が含まれており、
ユーザが端末装置１４を使用してその適切な解決手段を選択した場合、図２９に示されて
いるように、端末装置１４のＵＩ部７２に確認画面１２４が表示される。その確認画面１
２４には、ユーザによって選択された解決手段を示す情報等が表示される。図２９に示す
例では、解決手段（２）「ディスプレイで癒し画像を表示する。」と（３）「アロマ器で
柑橘系の香りを出す。」がユーザによって選択されている。確認画面１２４においてユー
ザが「はい」ボタンを押すと、解決手段（２），（３）の実行指示を示す情報が、端末装
置１４又はロボット装置１０から、解決手段（２），（３）の実行に用いられる機器（例
えばディスプレイ９２とアロマ器９４）に送信される。これにより、ディスプレイ９２に
よって解決手段（２）が実行され、アロマ器９４によって解決手段（３）が実行される。
【０１８５】
　確認画面１２４においてユーザが「いいえ」ボタンを押すと、画面は前の画面１２２（
図２８参照）に戻る。
【０１８６】
　提示された解決手段案（図２７参照）の中に適切な解決手段が含まれていない場合、ユ
ーザは、提示された解決手段案以外の解決手段を指定してもよい。ユーザが端末装置１４
を使用して、解決手段を指定するための入力画面の表示指示を与えると、例えば図３０に
示されているように、端末装置１４のＵＩ部７２にユーザ入力画面１２６が表示される。
そのユーザ入力画面１２６において、ユーザは、解決手段に用いられる機器と、その機器
を用いた解決手段を指示する。図３０に示す例では、解決手段に用いられる機器として複
合機が指定されており、その複合機を用いた解決手段として「ＸＸ」処理が指定されてい
る。なお、ユーザは、機器の名称を文字で入力することで、解決手段に用いられる機器を
指定してもよいし、機器に紐付く機器画像を指定することで、解決手段に用いられる機器
を指定してもよい。例えば、端末装置１４のＵＩ部７２には、ロボット装置１０によって
識別された１又は複数の機器に紐付く１又は複数の機器画像が表示され、ユーザは、１又
は複数の機器画像の中から、解決手段に用いられる機器に紐付く機器画像を選択する。こ
のように機器画像によって機器を指定することで、機器の詳細な名称等が分からなくても
、解決手段に用いられる機器を指定することができる。また、解決手段に用いられる機器
がユーザによって指定されると、その機器が有する機能の一覧が端末装置１４のＵＩ部７
２に表示される。機器が有する機能は、例えば、デバイス機能管理情報４０を参照するこ
とで特定される。ユーザは、機能の一覧の中から、解決手段に用いられる機能を選択する
。そして、ユーザが端末装置１４を使用して解決手段の実行指示を与えると、その実行指
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示を示す情報が、ユーザによって指定された機器に送信され、当該機器は解決手段を実行
する。
【０１８７】
　なお、図２４から図３０に示されている画面は、ロボット装置１０のＵＩ部５０に表示
されてもよい。この場合、各画面は、端末装置１４のＵＩ部７２に表示されなくてもよい
。また、画面に表示される情報は、音声情報として出力されてもよい。
【０１８８】
　上記のユーザ判断モード１，２において、端末装置１４のＵＩ部７２に表示される情報
は、例えば、ロボット装置１０から端末装置１４に送信される。もちろん、その情報は、
ロボット装置１０の制御の下、サーバ等の装置から端末装置１４に送信されてもよい。
【０１８９】
（機器の識別処理）
　以下、機器の識別処理について説明する。一例として、ＡＲ（Augmented Reality）技
術（拡張現実技術）を適用することにより、デバイス識別情報が取得されて機器が識別さ
れる。例えば、ＡＲ技術を適用することにより、単独で使用される機器のデバイス識別情
報が取得されて当該機器が識別され、また、連携対象の機器のデバイス識別情報が取得さ
れて連携対象の機器が識別される。ＡＲ技術として公知のＡＲ技術が用いられる。例えば
、２次元バーコード等のマーカを用いるマーカ型ＡＲ技術、画像認識技術を用いるマーカ
レス型ＡＲ技術、位置情報を用いる位置情報ＡＲ技術、等が用いられる。もちろん、ＡＲ
技術を適用せずにデバイス識別情報が取得されて機器が識別されてもよい。例えば、ネッ
トワークに繋がっている機器であれば、ＩＰアドレスに基づいて機器を識別してもよいし
、機器ＩＤを読み出して機器を識別してもよい。更に、赤外線通信、可視光通信、Ｗｉ－
Ｆｉ、ブルートゥースといった各種無線通信機能を備えた機器、端末装置であれば、それ
ら無線通信機能を利用して連携する機器の機器ＩＤを取得することで機器を識別し、連携
機能を実行してもよい。
【０１９０】
　以下、図３１を参照して、デバイス識別情報の取得処理について詳しく説明する。一例
として、ロボット装置１０の周囲に複合機７８が設置されており、ロボット装置１０が複
合機７８のデバイス識別情報を取得する場合について説明する。図３１には、複合機７８
の外観が模式的に示されている。ここでは、マーカ型ＡＲ技術を適用してデバイス識別情
報を取得するための処理について説明する。複合機７８の筐体には、２次元バーコード等
のマーカ１２８が設けられている。マーカ１２８は、複合機７８のデバイス識別情報がコ
ード化された情報である。ロボット装置１０は、視覚センサーによってマーカ１２８を撮
影する。これにより、マーカ１２８を表す画像データが生成される。ロボット装置１０に
おいては、制御部５４が、当該画像データに表されたマーカ画像に対してデコード処理を
適用することにより、デバイス識別情報を抽出する。これにより、複合機７８が識別され
る。ロボット装置１０の識別部６４は、デバイス機能管理情報４０において、抽出された
デバイス識別情報に対応付けられている機能を示す機能情報を特定する。これにより、複
合機７８が有する機能が特定（識別）される。
【０１９１】
　マーカ１２８は、複合機７８が有する機能を示す機能情報がコード化されて含まれてい
てもよい。この場合、マーカ１２８を表す画像データにデコード処理を適用することによ
り、当該複合機７８のデバイス識別情報が抽出されるとともに、当該複合機７８が有する
機能を示す機能情報も抽出される。これにより、複合機７８が特定（識別）されるととも
に、当該複合機７８が有する機能が特定（識別）される。
【０１９２】
　マーカレス型ＡＲ技術を適用してデバイス識別情報を取得する場合、例えば、ロボット
装置１０は、視覚センサーによって機器（例えば複合機７８）の外観の全部又は一部を撮
影する。もちろん、機器の名称（例えば商品名）や型番号といった機器を特定するための
情報を外観から撮影して得ることは役に立つ。撮影により、機器の外観の全部又は一部を
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表す外観画像データが生成される。ロボット装置１０においては、制御部５４が、当該外
観画像データに基づいて利用対象の機器を識別する。例えば、ロボット装置１０の記憶部
３２には、機器毎に、機器の外観の全部又は一部を表す外観画像データと、当該機器のデ
バイス識別情報と、の対応付けを示す外観画像対応付け情報が記憶されている。制御部５
４は、例えば、撮影で得られた外観画像データと外観画像対応付け情報に含まれる各外観
画像データとを比較し、その比較結果に基づいて、利用対象の機器のデバイス識別情報を
特定する。例えば、制御部５４は、撮影で得られた外観画像データから機器の外観の特徴
を抽出し、外観画像対応付け情報に含まれる外観画像データ群において、その外観の特徴
と同一又は類似の特徴を表す外観画像データを特定し、その外観画像データに対応付けら
れているデバイス識別情報を特定する。これにより、機器（例えば複合機７８）が識別さ
れる。別の例として、機器の名称（例えば商品名）や型番号が撮影され、名称や型番号を
表す外観画像データが生成されている場合、その外観画像データに表された名称や型番号
に基づいて、機器を識別してもよい。ロボット装置１０の識別部６４は、デバイス機能管
理情報４０において、特定されたデバイス識別情報に対応付けられている各機能を示す機
能情報を特定する。これにより、機器（例えば複合機７８）が有する機能が特定される。
【０１９３】
　位置情報ＡＲ技術を適用してデバイス識別情報を取得する場合、例えば、ＧＰＳ機能を
利用することにより、機器（例えば複合機７８）が設置されている位置を示す位置情報が
取得される。例えば、各機器がＧＰＳ機能を備えており、機器自身の位置を示すデバイス
位置情報を取得する。ロボット装置１０は、機器に対してデバイス位置情報の取得要求を
示す情報を出力し、その取得要求に対する応答として、当該機器から当該機器のデバイス
位置情報を受信する。ロボット装置１０においては、制御部５４が、当該デバイス位置情
報に基づいて機器を識別する。例えば、ロボット装置１０の記憶部３２には、機器毎に、
機器が設置されている位置を示すデバイス位置情報と、当該機器のデバイス識別情報と、
の対応付けを示す位置対応付け情報が記憶されている。制御部５４は、その位置対応付け
情報において、デバイス位置情報に対応付けられているデバイス識別情報を特定する。こ
れにより、機器が特定（識別）される。ロボット装置１０の識別部６４は、デバイス機能
管理情報４０において、特定されたデバイス識別情報に対応付けられている各機能を示す
機能情報を特定する。これにより、機器（例えば複合機７８）が有する機能が特定（識別
）される。
【０１９４】
　例えば、複合機７８がロボット装置１０によって識別された場合、上記のユーザ判断モ
ード１においては、その複合機７８に紐づく機器画像が、状況情報として端末装置１４に
表示される。例えば図３２に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２に、複合機７８に紐
づく機器画像１０２が表示される。機器画像１０２は、例えば、ロボット装置１０の視覚
センサーによる撮影によって生成された画像であってもよいし、複合機７８を模式的に表
す画像であってもよい。
【０１９５】
　また、機器が識別されると、その機器の名称を示す情報がロボット装置１０から端末装
置１４に送信され、端末装置１４のＵＩ部７２に機器の名称が表示されてもよい。図３２
に示す例では、名称「複合機（Ｂ）」が表示されている。
【０１９６】
　例えば、ユーザが端末装置１４を使用して機器画像１０２を指定すると、例えば図３３
に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には、機器画像１０２に紐づく複合機７８を利
用する解決手段を示す情報（例えば、解決手段の実行を指示するためのボタン画像）が表
示される。複合機（Ｂ）は、例えば、プリント機能、スキャン機能、コピー機能、及び、
ファクシミリ機能を備えており、これらの機能が解決手段として利用される場合、これら
の機能を実行するためのボタン画像が端末装置１４のＵＩ部７２に表示される。例えば、
ユーザが端末装置１４を使用してプリント機能を表わすボタン画像を指定し、プリント機
能の実行を指示すると、プリント機能の実行指示を示す実行指示情報が、端末装置１４又
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はロボット装置１０から複合機７８に送信される。その実行指示情報には、プリント機能
を実行するための制御データや、プリント機能が適用される画像データ等のデータ、等が
含まれる。複合機７８は実行指示情報を受けると、その実行指示情報に従ってプリントを
実行する。
【０１９７】
　複数の機器（例えば複合機７８とプロジェクタ８８）がロボット装置１０によって識別
された場合、上記のユーザ判断モード１においては、複合機７８に紐づく機器画像とプロ
ジェクタ８８に紐づく機器画像が、状況情報として端末装置１４に表示される。例えば図
３４に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２に、複合機７８に紐づく機器画像１０２と
プロジェクタ８８に紐づく機器画像１０４が表示される。機器画像１０２，１０４は、例
えば、ロボット装置１０の視覚センサーによる撮影によって生成された画像であってもよ
いし、複合機７８、プロジェクタ８８を模式的に表す画像であってもよい。
【０１９８】
　また、機器が識別されると、その機器の名称を示す情報がロボット装置１０から端末装
置１４に送信され、端末装置１４のＵＩ部７２に表示されてもよい。図３４に示す例では
、複合機７８の名称「複合機（Ｂ）」と、プロジェクタ８８の名称「プロジェクタ（Ｃ）
」が表示されている。
【０１９９】
　例えば、ユーザが端末装置１４を使用して機器画像１０２，１０４を指定すると、例え
ば図３５に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には、機器画像１０２に紐づく複合機
７８と機器画像１０４に紐づくプロジェクタ８８を利用する解決手段を示す情報（例えば
、解決手段の実行を指示するためのボタン画像）が表示される。その解決手段は、複合機
７８とプロジェクタ８８を利用する連携機能によって実現される手段である。複合機７８
とプロジェクタ８８を連携させることで、例えば、複合機７８によるスキャンによって生
成された画像をプロジェクタ８８によって投影する連携機能や、プロジェクタ８８によっ
て投影されている画像を複合機７８によってプリントする連携機能が実行可能となる。こ
れらの連携機能の実行を指示するためのボタン画像が端末装置１４のＵＩ部７２に表示さ
れる。例えば、ユーザが端末装置１４を使用してボタン画像を指定し、解決手段（連携機
能）の実行を指示すると、その解決手段の実行指示を示す実行指示情報が、端末装置１４
又はロボット装置１０から複合機７８とプロジェクタ８８に送信される。複合機７８とプ
ロジェクタ８８は、実行指示情報を受けると、ユーザによって指定された連携機能を実行
する。
【０２００】
　ユーザが機器画像１０２をタッチして機器画像１０４までの間を指等で操作する（例え
ば指等でなぞる）ことにより、機器画像１０２，１０４が指定され、複合機７８とプロジ
ェクタ８８が連携対象の機器として指定されてもよい。機器画像１０２，１０４を触れる
順番やなぞる方向は、上記の例と逆であってもよい。もちろん、画面をなぞるためのペン
といった指以外の画面接触手段が用いられてもよい。ユーザが機器画像１０２と機器画像
１０４を繋げることにより、機器画像１０２、１０４が指定され、複合機７８とプロジェ
クタ８８が連携対象の機器として指定されてもよい。ユーザが機器画像１０２と機器画像
１０４を重ねることにより、機器画像１０２，１０４が指定され、複合機７８とプロジェ
クタ８８が連携対象の機器として指定されてもよい。丸を付けるような描画操作によって
連携対象の機器を指定してもよいし、連携したい機器に紐付く機器画像を予め設定された
時間内に指定することで、連携対象の機器を指定してもよい。連携を解除する場合、ユー
ザが画面上で解除対象の機器を指定してもよいし、連携解除ボタンを押してもよい。バツ
印等を付けるような予め設定された操作によって、解除対象の機器を指定してもよい。
【０２０１】
　別の例として、連携対象の機器が基本連携機器として予め設定されていてもよい。例え
ば、複合機７８が基本連携機器として予め設定されているものとする。基本連携機器のデ
バイス識別情報は、ロボット装置１０やサーバ等の装置に予め記憶されていてもよい。ユ
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ーザが端末装置１４を利用して基本連携機器を指定してもよい。基本連携機器が設定され
ている場合、ユーザは、基本連携機器以外の機器に紐づく機器画像を指定することで、そ
の基本連携機器と連携する機器を指定する。
【０２０２】
　なお、上記の例では、単体の機能及び連携機能は、ハードウェアとしての機器を利用す
る機能であるが、単体の機能及び連携機能は、ソフトウェア（アプリケーション）によっ
て実現される機能であってもよい。例えば、機器画像の替わりに、ソフトウェアによって
実現される機能に紐付く機能画像（例えばアイコン等の画像）が端末装置１４のＵＩ部７
２に表示され、１又は複数の機能画像がユーザによって指定されることで、機能画像に紐
づく機能や、複数の機能画像に紐付く複数の機能を利用する連携機能が指定されてもよい
。もちろん、ハードウェアとしての機器に紐付く機器画像と、ソフトウェアによって実現
される機能に紐付く機能画像と、が端末装置１４のＵＩ部７２に表示され、機器画像と機
能画像がユーザによって指定された場合、その機器画像に紐付く機器とその機能画像に紐
付く機能とを利用する連携機能が指定されてもよい。
【０２０３】
　以下、機器が有する機能を実行するときの処理について説明する。一例として、連携機
能を実行するときの処理について説明する。この場合、端末装置１４から連携対象の機器
に対して接続要求が送信され、端末装置１４と連携対象の機器とが接続される。もちろん
、ロボット装置１０から連携対象の機器に対して接続要求が送信され、ロボット装置１０
と連携対象の機器とが接続されてもよい。以下、図３６を参照して、この接続処理につい
て説明する。図３６は、その処理を示すシーケンス図である。
【０２０４】
　端末装置１４において、ユーザによって実行対象の連携機能が指定されると（Ｓ７０）
、端末装置１４は、その連携機能を実行する連携対象の機器（例えば複合機７８とプロジ
ェクタ８８）に接続要求を示す情報を送信する（Ｓ７１）。例えば、連携対象の機器のア
ドレスを示すアドレス情報が、ロボット装置１０に記憶されている場合、端末装置１４は
、連携対象の機器のアドレス情報をロボット装置１０から取得する。別の例として、端末
装置１４に、連携対象の機器のアドレス情報が記憶されていてもよい。もちろん、端末装
置１４は、別の手法によって連携対象の機器のアドレス情報を取得してもよい。端末装置
１４は、連携対象の機器（例えば複合機７８とプロジェクタ８８）のアドレス情報を用い
て、連携対象の機器（例えば複合機７８とプロジェクタ８８）に接続要求を示す情報を送
信する。
【０２０５】
　接続要求を示す情報を受けた複合機７８とプロジェクタ８８は、端末装置１４との接続
を許可する、又は、許可しない（Ｓ７２）。例えば、複合機７８とプロジェクタ８８が、
接続が許可されていない機器に該当する場合や、接続を要求している装置の数が上限を超
えている機器に該当する場合、接続は許可されない。なお、端末装置１４からの接続が許
可された場合、複合機７８とプロジェクタ８８の固有の設定情報が端末装置１４から変更
されないように、その変更操作を禁止してもよい。例えば、複合機７８の色彩のパラメー
タや、節電に移行する際の設定時間等の変更が禁止されてもよい。これにより、連携対象
の機器に対するセキュリティが向上する。別の例として、機器を連携させる場合、当該機
器を連携させずに単独で利用する場合と比べて、設定情報の変更が制限されてもよい。例
えば、機器を単独で利用する場合と比べて、より少ない設定項目の変更が許可されてもよ
い。また、稼働履歴のような他のユーザの個人情報の閲覧を禁止してもよい。これにより
、ユーザの個人情報に対するセキュリティが向上する。
【０２０６】
　接続の許可又は不許可を示す結果情報が、複合機７８とプロジェクタ８８から端末装置
１４に送信される（Ｓ７３）。複合機７８とプロジェクタ８８への接続が許可された場合
、端末装置１４と、複合機７８及びプロジェクタ８８と、の間で通信が確立される。
【０２０７】
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　次に、ユーザは端末装置１４を利用して連携機能の実行を指示する（Ｓ７４）。この指
示に応じて、連携機能の実行指示を示す実行指示情報が、端末装置１４から複合機７８と
プロジェクタ８８に送信される（Ｓ７５）。複合機７８に送信される実行指示情報には、
複合機７８にて実行される処理を示す情報（例えばジョブ情報）が含まれ、プロジェクタ
８８に送信される実行指示情報には、プロジェクタ８８にて実行される処理を示す情報（
例えばジョブ情報）が含まれる。
【０２０８】
　実行指示情報を受けた複合機７８とプロジェクタ８８は、実行指示情報に従って機能を
実行する（Ｓ７６）。例えば、複合機７８（複合機（Ｂ））からプロジェクタ８８（ＰＣ
（Ａ））へスキャンデータを転送してプロジェクタ８８によってデータを投影する機能の
ように、連携機能に、複合機７８とプロジェクタ８８との間でデータの送受信が行われる
処理が含まれている場合、複合機７８とプロジェクタ８８との間で通信が確立される。こ
の場合、例えば、複合機７８に送信される実行指示情報にはプロジェクタ８８のアドレス
情報が含まれ、プロジェクタ８８に送信される実行指示情報には複合機７８のアドレス情
報が含まれ、それらのアドレス情報を用いて複合機７８とプロジェクタ８８との間で通信
が確立される。
【０２０９】
　連携機能の実行が終了すると、連携機能の実行完了を示す情報が、複合機７８とプロジ
ェクタ８８から端末装置１４に送信される（Ｓ７７）。端末装置１４のＵＩ部７２には、
連携機能の実行が完了したことを示す情報が表示される（Ｓ７８）。なお、実行指示を与
えた時点から予め設定された時間が経過しても実行完了を示す情報が表示されない場合、
端末装置１４は、エラーを示す情報をＵＩ部７２に表示させ、再度、実行指示情報、又は
、接続要求を示す情報を、複合機７８とプロジェクタ８８に送信してもよい。
【０２１０】
　次に、ユーザは、複合機７８とプロジェクタ８８の連携状態を解除するか否かを確認し
（Ｓ７９）、解除の有無に応じた処理が実行される（Ｓ８０）。連携状態を解除する場合
、ユーザは、端末装置１４を利用して解除の指示を与える。これにより、端末装置１４と
、複合機７８及びプロジェクタ８８と、の間の通信が解除される。同様に、複合機７８と
プロジェクタ８８との間の通信も解除される。連携状態を解除しない場合、継続して実行
指示を与えてもよい。
【０２１１】
　なお、単独機能が実行される場合、その単独機能の実行指示を示す情報が、端末装置１
４から単独機能を実行する機器に送信される。当該機器は、その実行指示に従って単独機
能を実行する。
【０２１２】
　上記の実行指示情報は、ロボット装置１０から各機器に送信されてもよい。
【０２１３】
　以下、解決手段に用いられる機器の指定操作に関する処理について説明する。
【０２１４】
（連携機能に関する情報の表示の切り替え処理）
　本実施形態において、機器に紐付く機器画像同士を繋げる順番に応じて、連携機能に関
する情報の表示が切り替えられてもよい。以下、図３７から図３９を参照して、この処理
について詳しく説明する。
【０２１５】
　図３７には、連携機能管理情報４２の別の例としての連携機能管理テーブルが示されて
いる。この連携機能管理テーブルにおいては、一例として、機器ＩＤの組み合わせを示す
情報と、連携対象の機器名（例えば各機器の種類）を示す情報と、連携機能を示す情報（
連携機能情報）と、接続順番を示す情報と、優先順位を示す情報と、が対応付けられてい
る。接続順番は、機器に紐付く機器画像を繋ぐ順番に対応している。優先順位は、連携機
能に関する情報の表示の優先順位である。例えば、機器ＩＤが「Ａ」の機器はＰＣ（パー
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ソナルコンピュータ）であり、機器ＩＤが「Ｂ」の機器は複合機である。ＰＣ（Ａ）と複
合機（Ｂ）を連携させることにより、連携機能として、例えば「スキャン転送機能」と「
印刷機能」が実現される。「スキャン転送機能」は、複合機（Ｂ）によるスキャンによっ
て生成された画像データをＰＣ（Ａ）に転送する機能である。「印刷機能」は、ＰＣ（Ａ
）に保存されているデータ（例えば画像データや文書データ）を複合機（Ｂ）に送信して
複合機（Ｂ）にて印刷する機能である。例えば、複合機（Ｂ）からＰＣ（Ａ）に機器が接
続された場合、つまり、複合機（Ｂ）に紐付く機器画像からＰＣ（Ａ）に紐付く機器画像
へ機器画像が繋がれた場合、「スキャン転送機能」の優先順位が「１位」となり、「印刷
機能」の優先順位は「２位」となる。この場合、「スキャン転送機能」に関する情報が「
印刷機能」に関する情報よりも優先的に表示される。これとは逆に、ＰＣ（Ａ）から複合
機（Ｂ）に機器が接続された場合、つまり、ＰＣ（Ａ）に紐付く機器画像から複合機（Ｂ
）に紐付く機器画像へ画像が繋がれた場合、「印刷機能」の優先順位が「１位」となり、
「スキャン転送機能」の優先順位が「２位」となる。この場合、「印刷機能」に関する情
報が「スキャン転送機能」に関する情報よりも優先的に表示される。
【０２１６】
　図３８及び図３９には、端末装置１４のＵＩ部７２に表示される画面の一例が示されて
いる。例えば、複合機（Ｂ）とＰＣ（Ａ）が識別されているものとする。上記のユーザ判
断モード１においては、図３８（ａ）に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には、複
合機（Ｂ）に紐付く機器画像１０２とＰＣ（Ａ）に紐付く機器画像１３０が、状況情報と
して表示される。この状態で、ユーザは指示子（例えばユーザの指、ペン、スタイラス等
）を用いて連携対象の機器を表わす機器画像同士を繋ぐ。端末装置１４の制御部７４は、
画面への指示子の接触を検知し、画面上での指示子の移動を検知する。例えば、矢印１３
２で示すように、ユーザが操作子を用いて画面上で機器画像１０２をタッチして機器画像
１３０まで操作する（例えば、画面上で操作子をなぞる）ことにより、機器画像１０２と
機器画像１３０を繋ぐ。これにより、機器画像１０２に紐付く複合機（Ｂ）と機器画像１
３０に紐付くＰＣ（Ａ）が、連携対象の機器として指定されるとともに、接続の順番が指
定される。機器画像を繋ぐ順番が接続の順番に相当する。なお、複合機（Ｂ）が第１機器
に該当し、ＰＣ（Ａ）が第２機器に該当する。図３８（ａ）に示す例では、機器画像１０
２から機器画像１３０へ画像を繋げているため、複合機（Ｂ）からＰＣ（Ａ）へ機器が接
続されている。機器の接続順番を示す情報は、端末装置１４からロボット装置１０に送信
される。なお、端末装置１４の制御部７４は、ユーザがなぞった軌跡を表わす画像を画面
に表示させてもよいし、機器同士が接続された後は、その軌跡を予め設定された直線等に
置き換えて画面に表示させてもよい。
【０２１７】
　上記のように、連携対象の機器（例えば複合機（Ｂ）とＰＣ（Ａ））が指定されると、
ロボット装置１０の識別部６４は、図３７に示されている連携機能管理テーブルにおいて
、ＰＣ（Ａ）と複合機（Ｂ）の組み合わせに対応付けられている連携機能を特定する。こ
れにより、ＰＣ（Ａ）と複合機（Ｂ）を連携させることによって実行される連携機能が特
定される。また、ユーザによって機器の接続順番が指定されると、識別部６４は、連携機
能管理テーブルにおいて、その接続順番に対応付けられている優先順位を特定する。図３
７を参照して具体例を挙げて説明すると、ＰＣ（Ａ）と複合機（Ｂ）が連携対象の機器と
して指定されているため、それらによって実行される連携機能は「スキャン転送機能」と
「印刷機能」である。また、複合機（Ｂ）からＰＣ（Ａ）へ機器が接続されているため（
Ｂ→Ａ）、「スキャン転送機能」の優先順位は「１位」であり、「印刷機能」の優先順位
は「２位」である。
【０２１８】
　上記のようにして特定された連携機能に関する情報と優先順位を示す情報は、ロボット
装置１０から端末装置１４に送信される。端末装置１４の制御部７４は、その優先順位に
従って、連携機能に関する情報をＵＩ部７２に表示させる。
【０２１９】
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　例えば図３８（ｂ）に示すように、端末装置１４の制御部７４は、ＵＩ部７２に連携機
能候補に関する情報を表示させる。「スキャン転送機能」の優先順位が「１位」であり、
「印刷機能」の優先順位が「２位」であるため、「スキャン転送機能」に関する情報が「
印刷機能」に関する情報よりも優先的に（例えば上位に）表示されている。例えば、「ス
キャン転送機能」に関する情報として、「複合機（Ｂ）でスキャンしたデータをＰＣ（Ａ
）に転送する。」という「スキャン転送機能」の説明文が表示される。また、「印刷機能
」に関する情報として、「ＰＣ（Ａ）にあるデータを印刷する。」という「印刷機能」の
説明文が表示される。
【０２２０】
　連携機能がユーザによって指定されて実行指示が与えられると、指定された連携機能が
実行される。例えば、「ＹＥＳ」ボタンがユーザによって押されると、その「ＹＥＳ」ボ
タンに紐付く連携機能が実行される。
【０２２１】
　なお、連携機能の特定処理及び優先順位の特定処理は、端末装置１４にて行われてもよ
い。
【０２２２】
　機器画像の間を操作子でなぞる以外の操作として、丸印を付けるような描画操作によっ
て連携対象の機器を指定するとともに、接続順番を指定してもよい。例えば、描画操作の
順番が接続順番に相当する。別の例として、ユーザの音声指示に従って連携対象の機器や
接続順番が指定されてもよい。
【０２２３】
　図３９には別の操作の例が示されている。例えば図３９（ａ）に示すように、ユーザが
操作子を用いて、機器画像１３０をタッチし、矢印１３４で示す方向に機器画像１０２ま
で操作することにより、機器画像１３０と機器画像１０２を繋ぐ。これにより、機器画像
１３０に紐付くＰＣ（Ａ）と機器画像１０２に紐付く複合機（Ｂ）が、連携対象の機器と
して指定されるとともに、接続の順番が指定される。この例では、機器画像１３０から機
器画像１０２へ画像を繋げているため、ＰＣ（Ａ）から複合機（Ｂ）へ機器が接続されて
いる。図３７に示されている連携機能管理テーブルを参照すると、「印刷機能」の優先順
位が「１位」であり、「スキャン転送機能」の優先順位は「２位」である。この場合、図
３９（ｂ）に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には、「印刷機能」に関する情報が
「スキャン転送機能」に関する情報よりも優先的に（例えば上位に）表示される。
【０２２４】
　以上のように、機器に紐付く機器画像同士を繋ぐことにより、機器が有する機能を利用
する連携機能が特定される。また、画像を繋ぐ順番、つまり、機器を接続する順番に応じ
て、連携機能に関する情報の表示順位が変更される。機器の接続順番は、各機器で利用さ
れる機能の順番や、連携する機器間を移動するデータの移動順番を兼ねており、機器を接
続する操作（つまり画像を繋ぐ操作）は、機能の順番やデータの移動順番を指定する操作
を兼ねることになる。それ故、接続順番に応じて連携機能に関する情報の表示順位を変え
ることにより、ユーザが利用するであろうと予測される連携機能に関する情報が優先的に
表示される。つまり、ユーザが利用する可能性の高い連携機能に関する情報が優先的に表
示される。例えば、複合機（Ｂ）からＰＣ（Ａ）へ画像が繋がれた場合、「ＰＣ（Ａ）よ
りも先に複合機（Ｂ）の機能を利用し、複合機（Ｂ）からＰＣ（Ａ）へデータを転送する
」という連携機能がユーザによって利用されると予測される。また、ＰＣ（Ａ）から複合
機（Ｂ）へ画像が繋がれた場合、「複合機（Ｂ）よりも先にＰＣ（Ａ）の機能を利用し、
ＰＣ（Ａ）から複合機（Ｂ）へデータを転送する」という連携機能がユーザによって利用
されると予測される。それ故、画像を繋ぐ順番に応じて連携機能に関する情報の表示順位
を変えることにより、ユーザが利用する可能性の高い連携機能に関する情報が優先的に表
示される。また、機器画像同士を繋ぐ操作以外の操作を行わずに、利用する機能の順番や
データの移動順番が指定され、ユーザが利用するであろうと予測される連携機能に関する
情報が表示される。
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【０２２５】
　上記の表示切替処理は、機能に紐付く機能画像が用いられる場合に適用されてもよい。
例えば、第１機能に紐付く機器画像と第２機能に紐付く機器画像の指定の順番に応じて、
連携機能に関する情報の表示が切り替えられる。
【０２２６】
（部分画像を用いた連携処理）
　機器に紐付く機器画像内の位置に応じて、連携機能に割り当てられる機器が有する機能
が異なっていてもよい。機器画像内において特定の位置がユーザによって指定されると、
その特定の位置に対応する機能を利用する連携機能に関する情報が優先的に表示される。
以下、この処理について詳しく説明する。
【０２２７】
　図４０には、デバイス機能管理テーブルの一例が示されている。このデバイス機能管理
テーブルのデータは、デバイス機能管理情報４０としてロボット装置１０に記憶されてい
る。このデバイス機能管理テーブルにおいては、一例として、機器ＩＤと、機器名（例え
ば機器の種類）を示す情報と、機器画像内位置を示す情報と、その機器画像内位置に対応
する機能を示す情報（機能情報）と、画像ＩＤと、が対応付けられている。機器画像内位
置は、機器に紐付く機器画像内の特定の位置（特定の部位）であり、例えば、機器を模式
的に表す機器画像内の特定の位置や、カメラによって撮影された機器画像内の特定の位置
である。機器画像内の特定の位置毎に、異なる機能が対応付けられている。
【０２２８】
　図４１には、端末装置１４のＵＩ部７２に表示される画面の一例が示されている。例え
ば、複合機（Ｂ）とＰＣ（Ａ）が識別されているものとする。上記のユーザ判断モード１
においては、図４１（ａ）に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には機器画像１０２
，１３０が、状況情報として表示される。例えば、機器画像１０２において複合機（Ｂ）
の本体部分に対応する特定の位置（部分画像１０２ａ）には、「プリント機能」が割り当
てられている。機器画像１０２において複合機（Ｂ）の原稿カバーや原稿ガラスや自動原
稿給紙装置に対応する特定の位置（部分画像１０２ｂ）には、「スキャン機能」が割り当
てられている。機器画像１０２において後処理装置に対応する特定の位置（部分画像１０
２ｃ）には、「ステープラ止め機能」が割り当てられている。「ステープラ止め機能」は
、出力された用紙をステープラによって止める機能である。また、機器画像１３０におい
てＰＣ（Ａ）の本体部分に対応する特定の位置（部分画像１３０ａ）には、「データ保存
機能」が割り当てられている。機器画像１３０においてＰＣ（Ａ）の表示部に対応する特
定の位置（部分画像１３０ｂ）には、「画面表示機能」が割り当てられている。「データ
保存機能」は、他の装置から送られてきたデータをＰＣ（Ａ）にて保存する機能である。
「画面表示機能」は、他の装置から送られてきたデータをＰＣ（Ａ）にて表示する機能で
ある。
【０２２９】
　なお、端末装置１４の制御部７４は、機器画像内の特定の位置に割り当てられている機
能の名称（例えば印刷やスキャン等）をＵＩ部７２に表示させてもよい。これにより、特
定の位置にどのような機能が対応しているのかが分かり易い情報がユーザに提供される。
もちろん、機能の名称は表示されなくてもよい。
【０２３０】
　機器画像において機能が割り当てられている位置がユーザによって指定されると、その
指定された位置に割り当てられている機能が連携対象の機能として指定される。ユーザは
指示子を用いて、連携対象の機器を表わす機器画像において機能が割り当てられている特
定の位置（部分画像）を繋ぐ。例えば、矢印１３６で示すように、ユーザが操作子を用い
て、部分画像１０２ｂをタッチして部分画像１３０ｂまで操作することにより、部分画像
１０２ｂと部分画像１３０ｂを繋ぐ。これにより、部分画像１０２ｂを含む機器画像１０
２に紐付く複合機（Ｂ）と部分画像１３０ｂを含む機器画像１３０に紐付くＰＣ（Ａ）が
、連携対象の機器として指定されるとともに、部分画像１０２ｂに割り当てられている「
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スキャン機能」と部分画像１３０ｂに割り当てられている「画面表示機能」が指定される
。また、この繋ぐ操作によって、接続の順番が指定されてもよい。この場合、部分画像を
繋ぐ順番が接続の順番に相当する。図４１（ａ）に示す例では、部分画像１０２ｂから部
分画像１３０ｂへ画像を繋げているため、複合機（Ｂ）からＰＣ（Ａ）へ機器が接続され
ている。また、連携機能に利用する機能として「スキャン機能」と「画面表示機能」が指
定されている。機器の接続順番を示す情報と、機器画像内においてユーザによって指定さ
れた特定の位置を示す情報が、端末装置１４からロボット装置１０に送信される。
【０２３１】
　連携対象の機器（例えばＰＣ（Ａ）と複合機（Ｂ））が識別されると、ロボット装置１
０の識別部６４は、例えば図１１に示されている連携機能管理テーブルにおいて、ＰＣ（
Ａ）と複合機（Ｂ）を連携させることによって実現される連携機能を特定する。また、識
別部６４は、図４０に示されているデバイス機能管理テーブルを参照することにより、機
器画像内においてユーザによって指定された特定に位置に割り当てられている機能を特定
する。そして、識別部６４は、ＰＣ（Ａ）と複合機（Ｂ）とを連携させることによって実
現される連携機能群の中で、ユーザによって指定された位置に割り当てられている機能を
利用する連携機能の優先順位を上げて、その機能を利用しない連携機能の優先順位を下げ
る。
【０２３２】
　上記のようにして特定された連携機能に関する情報と優先順位を示す情報は、ロボット
装置１０から端末装置１４に送信される。端末装置１４の制御部７４は、その優先順位に
従って、連携機能に関する情報を連携機能候補に関する情報としてＵＩ部７２に表示させ
る。
【０２３３】
　例えば図４１（ｂ）に示すように、端末装置１４の制御部７４は、ＵＩ部７２に連携機
能候補に関する情報を表示させる。「スキャン機能」と「画面表示機能」がその順番でユ
ーザによって指定されているため、「スキャン機能」と「画像表示機能」を連携させるこ
とによって実行される連携機能「スキャン転送表示機能」に関する情報が、他の連携機能
に関する情報よりも優先的に（例えば上位に）表示される。例えば、「スキャン機能」と
「データ保存機能」を連携させることによって実行される連携機能「スキャン転送保存機
能」に関する情報よりも、「スキャン転送表示機能」に関する情報が優先的に表示される
。なお、スキャン転送表示機能は、複合機（Ｂ）によるスキャンによって生成されたデー
タをＰＣ（Ａ）に転送してＰＣ（Ａ）の画面に表示する機能である。スキャン転送保存機
能は、複合機（Ｂ）によるスキャンによって生成されたデータをＰＣ（Ａ）に転送してＰ
Ｃ（Ａ）に保存する機能である。図４１（ｂ）に示す例では、各連携機能に関する情報と
して、各連携機能の説明文が表示されている。
【０２３４】
　部分画像を用いた連携処理によると、連携対象の機器が複数の機能を有している場合に
、機能が個別的に指定され、その指定された機能を利用する連携機能に関する情報が優先
的に表示される。これにより、ユーザが利用するであろうと予測される連携機能が優先的
に表示される。
【０２３５】
　なお、連携機能は、機器の部分同士の組み合わせを利用する機能であってもよいし、機
器の全体と機器の部分との組み合わせを利用する機能であってもよいし、機器の全体同士
の組み合わせを利用する機能であってもよい。
【０２３６】
　部分画像を用いた連携処理は、機能に紐付く機能画像が用いられる場合に適用されても
よい。例えば、機能画像内の位置に応じて異なる機能が割り当てられており、ユーザによ
って指定された位置に割り当てられている機能を利用する連携機能が特定される。
【０２３７】
（部分画像を用いた連携処理の別の例）
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　以下、図４２及び図４３を参照して、部分画像を用いた連携処理の別の例について説明
する。
【０２３８】
　図４２には、デバイス機能管理テーブルの一例が示されている。このデバイス機能管理
テーブルのデータは、デバイス機能管理情報４０としてロボット装置１０に記憶されてい
る。デバイス機能管理テーブルにおいては、一例として、機器ＩＤと、機器名（例えば機
器の種類）を示す情報と、機器の部分の名称（例えば部分の種類）を示す情報と、その部
分を識別するための部分識別情報としての部分ＩＤと、その部分に割り当てられている機
能（その部分が有する機能）を示す情報と、その部分に紐付く部分画像を識別するための
部分画像ＩＤと、が互いに対応付けられている。部分画像は、カメラによる撮影によって
得られた機器の部分の外観を表わす画像である。もちろん、機器の部分を模式的に表す部
分画像が、当該部分に対応付けられていてもよい。例えば、機器の部分毎に異なる機能が
割り当てられている。
【０２３９】
　具体例を挙げて説明すると、ＰＣ（Ａ）の表示部には画面表示機能が割り当てられてお
り、その表示部に紐付く部分画像の部分画像ＩＤには、画面表示機能を示す情報が対応付
けられている。画面表示機能は、情報をＰＣ（Ａ）にて表示する機能である。ＰＣ（Ａ）
の本体部にはデータ保存機能が割り当てられており、その本体部に紐付く部分画像の部分
画像ＩＤには、データ保存機能を示す情報が対応付けられている。データ保存機能は、デ
ータをＰＣ（Ａ）に保存する機能である。
【０２４０】
　また、複合機（Ｂ）の本体部にはプリント機能が割り当てられており、その本体部に紐
付く部分画像の部分画像ＩＤには、プリント機能を示す情報が対応付けられている。複合
機（Ｂ）の読取部（例えば、複合機（Ｂ）の原稿カバーや原稿ガラスや自動原稿給紙装置
に対応する部分）にはスキャン機能が割り当てられており、その読取部に紐付く部分画像
の部分画像ＩＤには、スキャン機能を示す情報が対応付けられている。複合機（Ｂ）の後
処理装置にはステープル止め機能が割り当てられており、その後処理装置に紐付く部分画
像の部分画像ＩＤには、ステープル止め機能を示す情報が対応付けられている。ステープ
ル止め機能は、出力された用紙をステープルによって綴じる機能である。
【０２４１】
　機器の部分に割り当てられている機能は、例えば、マーカレス型ＡＲ技術を用いること
によって特定（識別）される。例えば、機器の部分がカメラ（例えばロボット装置１０の
視覚センサー）によって撮影された場合、ロボット装置１０の識別部６４は、デバイス機
能管理テーブルにおいて、その外観画像データに対応付けられている機能を特定（識別）
する。これにより、撮影された部分に割り当てられている機能が特定（識別）される。例
えば、複合機（Ｂ）の本体部が視覚センサーによって撮影された場合、ロボット装置１０
の識別部６４は、デバイス機能管理テーブルにおいて、その外観画像データに対応付けら
れているプリント機能を特定する。これにより、複合機（Ｂ）の本体部に割り当てられて
いる機能がプリント機能であることが特定される。
【０２４２】
　もちろん、機器の部分に割り当てられている機能は、マーカ型ＡＲ技術を用いることに
よって特定（識別）されてもよい。例えば、機器の各部分に、部分を識別するための部分
識別情報（例えば部分ＩＤ）がコード化された２次元バーコード等のマーカが設けられて
いる。部分に設けられているマーカが視覚センサーによって撮影されてマーカ型ＡＲ技術
が適用されると、その部分の部分識別情報（例えば部分ＩＤ）が取得される。このように
部分識別情報が取得されると、ロボット装置１０の識別部６４は、デバイス機能管理テー
ブルにおいて、その部分識別情報（例えば部分ＩＤ）に対応付けられている機能を特定（
識別）する。
【０２４３】
　図４３には、連携機能管理テーブルの一例が示されている。この連携機能管理テーブル
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のデータは、連携機能管理情報４２としてロボット装置１０に記憶されている。この連携
機能管理テーブルは、複数の部分が有する機能を利用する連携機能を示す情報であり、そ
の連携機能管理テーブルにおいては、一例として、機器の部分の組み合わせを示す情報と
、部分ＩＤの組み合わせを示す情報と、その組み合わせに含まれる複数の部分が有する機
能を利用する連携機能を示す情報と、が互いに対応付けられている。もちろん、連携機能
管理テーブルにおいては、機器の部分と機器の全体との組み合わせを示す情報と、その機
器の部分が有する機能と機器の全体が有する機能とを利用する連携機能を示す情報と、が
対応付けられていてもよい。
【０２４４】
　具体例を挙げて説明すると、ＰＣ（Ａ）の表示部と複合機（Ｂ）の本体部との組み合わ
せには、連携機能としてのプリント機能が割り当てられており、ＰＣ（Ａ）の表示部の部
分ＩＤと複合機（Ｂ）の本体部の部分ＩＤとの組み合わせを示す情報には、連携機能とし
てのプリント機能を示す情報が対応付けられている。連携機能としてのプリント機能は、
例えば、ＰＣ（Ａ）に保存されているデータを複合機（Ｂ）に送信して、そのデータを複
合機（Ｂ）によって印刷する機能である。
【０２４５】
　また、複合機（Ｂ）の本体部とプロジェクタ（Ｃ）の本体部との組み合わせには、連携
機能としてのプリント機能が割り当てられており、複合機（Ｂ）の本体部の部分ＩＤとプ
ロジェクタ（Ｃ）の本体部の部分ＩＤとの組み合わせを示す情報には、連携機能としての
プリント機能を示す情報が対応付けられている。連携機能としてのプリント機能は、例え
ば、プロジェクタ（Ｃ）によって投影されているデータを複合機（Ｂ）に送信して、その
データを複合機（Ｂ）によって印刷する機能である。
【０２４６】
　また、複合機（Ｂ）の読取部とプロジェクタ（Ｃ）の本体部との組み合わせには、連携
機能としてのスキャン投影機能が割り当てられており、複合機（Ｂ）の読取部の部分ＩＤ
とプロジェクタ（Ｃ）の本体部の部分ＩＤとの組み合わせを示す情報には、連携機能とし
てのスキャン投影機能を示す情報が対応付けられている。連携機能としてのスキャン投影
機能は、例えば、複合機（Ｂ）によるスキャンによって生成されたデータをプロジェクタ
（Ｃ）に送信して、そのデータをプロジェクタ（Ｃ）によって投影する機能である。
【０２４７】
　なお、連携機能は、同一の機器に含まれる複数の部分が有する機能を利用する機能であ
ってもよいし、互いに異なる複数の機器の部分が有する機能を利用する機能であってもよ
い。また、連携機能は、３つ以上の部分が有する機能を利用する機能であってもよい。
【０２４８】
　例えば、マーカ型ＡＲ技術又はマーカレス型ＡＲ技術を利用して、機器の複数の部分（
例えば、互いに異なる複数の機器の複数の部分や、同一機器の複数の部分）が特定（識別
）されると、ロボット装置１０の識別部６４は、連携機能管理テーブルにおいて、識別さ
れた複数の部分の組み合わせに対応付けられている連携機能を特定（識別）する。これに
より、識別（例えば撮影）された複数の部分が有する機能を利用する連携機能が特定（識
別）される。例えば、複合機（Ｂ）の本体部とプロジェクタ（Ｃ）の本体部が識別された
場合、ロボット装置１０は、連携機能管理テーブルにおいて、複合機（Ｂ）の本体部とプ
ロジェクタ（Ｃ）の本体部の組み合わせに対応付けられている連携機能としてのプリント
機能等を特定する。
【０２４９】
（機器画像の重ね合わせによる連携対象の機器の指定）
　複数の機器画像を重ね合わせることによって、連携対象の機器群が指定されてもよい。
以下、図４４及び図４５を参照して、この処理について説明する。図４４及び図４５には
、端末装置１４のＵＩ部７２に表示される画面の一例が示されている。
【０２５０】
　例えば、複合機（Ｂ）とＰＣ（Ａ）が識別されているものとする。上記のユーザ判断モ
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ード１においては、図４４（ａ）に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には、識別さ
れた機器に紐付く機器画像１０２，１３０が、状況情報として表示される。この状態で、
ユーザが指示子（例えばユーザの指、ペン、スタイラス等）を用いて第１機器に紐付く機
器画像を、連携先の機器（第２機器）に紐付く機器画像に重ね合わせる。例えば、図４４
（ｂ）に示すように、ユーザが操作子を用いて機器画像１０２を指定し、矢印１３８で示
すように、その機器画像１０２を機器画像１３０に重ね合わせる。例えば、ドラッグ＆ド
ロップ操作によって機器画像同士を重ね合わせる。つまり、ユーザは機器画像１０２をド
ラッグ操作し、機器画像１３０に重なる位置で機器画像１０２をドロップ操作する。この
ドラッグ＆ドロップ操作自体は、例えば公知の技術である。なお、ユーザの音声指示に従
って、重ね合わせる機器画像が指定されてもよい。例えば、ユーザの音声指示に従って、
機器画像１０２，１３０が重ね合わせ対象の機器画像として指定され、それらが重ねられ
てもよい。
【０２５１】
　機器画像１０２，１３０を互いに重ね合わせることにより、機器画像１０２に紐付く複
合機（Ｂ）と機器画像１３０に紐付くＰＣ（Ａ）が、連携対象の機器として指定される。
【０２５２】
　なお、端末装置１４の制御部７４は、ドラッグ操作中の機器画像を識別可能な表示態様
でＵＩ部７２に表示させてもよい。例えば、ドラッグ操作中の機器画像を半透明に表示し
たり、特定の色で表示したりしてもよい。
【０２５３】
　機器画像１０２が機器画像１３０に重ねられた場合において、ＰＣ（Ａ）が複合機（Ｂ
）と共に連携機能を実行することが可能な場合、図４４（ｃ）に示すように、端末装置１
４のＵＩ部７２に確認画面１４０が表示される。確認画面１４０は、連携対象の機器とし
て指定された機器群を連携させるか否かを確認するための画面である。確認画面１４０に
おいて、連携指示がユーザによって与えられると（例えば「ＹＥＳ」ボタンがユーザによ
って押されると）、連携機能に関する情報が端末装置１４のＵＩ部７２に表示される。
【０２５４】
　例えば図４５（ａ）に示すように、端末装置１４の制御部７４は、ＵＩ部７２に連携機
能候補に関する情報を表示させる。ＰＣ（Ａ）と複合機（Ｂ）を連携させることにより、
例えば、「スキャン転送機能」と「印刷機能」が実現されるため、ＵＩ部７２には、「ス
キャン転送機能」に関する情報と「印刷機能」に関する情報が表示される。
【０２５５】
　連携機能がユーザによって指定されて実行指示が与えられると、端末装置１４から連携
対象の機器に対して接続要求が行われる。図４５（ｂ）に示すように、その接続要求の間
、端末装置１４のＵＩ部７２には待機画面が表示される。端末装置１４と連携対象の機器
との接続が成功すると、指定された連携機能が実行される。
【０２５６】
　以上のように、機器に紐付いた機器画像同士を重ね合わせることにより、機器が有する
機能を利用する連携機能が特定される。それ故、画像操作以外の操作を行わずに、機能を
連携させることが可能となり、簡易な操作で機能が連携される。
【０２５７】
　部分画像を機器画像又は部分画像に重ね合わせることで、連携機能が特定されてもよい
。図４６を参照して、この処理について説明する。図４６には、端末装置１４のＵＩ部７
２に表示される画面の一例が示されている。
【０２５８】
　上述した部分画像を用いた連携処理と同様に、機器に紐付く機器画像内の位置に応じて
、機器が有する機能が異なっている。機器画像内の部分画像を、同一又は異なる機器画像
内の部分画像に重ね合わせることにより、両部分画像に紐付く機能を利用する連携機能が
特定される。以下、この処理について詳しく説明する。
【０２５９】
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　例えば、複合機（Ｂ）とＰＣ（Ａ）が識別されているものとする。上記のユーザ判断モ
ード１においては、図４６（ａ）に示すように、端末装置１４のＵＩ部７２には、機器画
像１０２，１３０が、状況情報として表示される。例えば、部分画像１０２ａ，１０２ｂ
，１０２ｃ，１３０ａ，１３０ｂは他の部分画像から分離して個別的に移動可能な画像と
して表示されている。
【０２６０】
　部分画像がユーザによって指定されて、その部分画像が他の部分画像に重ねられると、
それら両部分画像に紐付く機能を利用する連携機能が特定され、その連携機能に関する情
報が端末装置１４のＵＩ部７２に表示される。
【０２６１】
　例えば、図４６（ｂ）中の矢印１４２で示すように、ユーザが操作子を用いて、部分画
像１０２ｂをドラッグ操作して部分画像１３０ｂに重ねてドロップ操作を行った場合、部
分画像１０２ｂを含む機器画像１０２に紐付く複合機（Ｂ）と部分画像１３０ｂを含む機
器画像１３０に紐付くＰＣ（Ａ）が、連携対象の機器として指定されるとともに、部分画
像１０２ｂに割り当てられている「スキャン機能」と部分画像１３０ｂに割り当てられて
いる「画面表示機能」が連携対象の機能として指定される。
【０２６２】
　ロボット装置１０においては、部分画像に割り当てられている機能が管理されている。
例えば、部分画像を識別するための識別情報と、部分画像に対応付けられている機能を示
す機能情報と、機能を連携させることによって実行される連携機能を示す連携機能情報と
、が対応付けられてロボット装置１０に記憶されている。部分画像が選択されて他の部分
画像に重ねられると、それらの部分画像を示す識別情報が、端末装置１４からロボット装
置１０に送信される。図４６（ｂ）に示す例では、部分画像１０２ｂ，１３０ｂをそれぞ
れ示す識別情報が端末装置１４からロボット装置１０に送信される。ロボット装置１０の
識別部６４は、その識別情報に基づいて、重ねられた部分画像１０２ｂ，１３０ｂのそれ
ぞれに割り当てられている機能を特定し、その機能を利用する連携機能を特定する。その
連携機能に関する情報は、ロボット装置１０から端末装置１４に送信されて表示される。
【０２６３】
　以上の処理によると、連携対象の機器が複数の機能を有している場合に、機能が個別的
に指定され、この指定された機能を利用する連携機能に関する情報が優先的に表示される
。これにより、ユーザが利用するであろうと予測される連携機能が優先的に表示される。
【０２６４】
　また、部分画像を重ね合わせる順番に応じて、連携機能の表示の優先順位が変更されて
もよい。この場合、重ねられた部分画像に紐付く機能を利用する連携機能に関する情報が
優先的に表示される。
【０２６５】
　上記のロボット装置１０及び端末装置１４のそれぞれは、一例としてハードウェアとソ
フトウェアとの協働により実現される。具体的には、ロボット装置１０及び端末装置１４
のそれぞれは、図示しないＣＰＵ等の１又は複数のプロセッサを備えている。当該１又は
複数のプロセッサが、図示しない記憶装置に記憶されたプログラムを読み出して実行する
ことにより、ロボット装置１０及び端末装置１４の各部の機能が実現される。上記プログ
ラムは、ＣＤやＤＶＤ等の記録媒体を経由して、又は、ネットワーク等の通信経路を経由
して、記憶装置に記憶される。別の例として、ロボット装置１０及び端末装置１４のそれ
ぞれの各部は、例えばプロセッサや電子回路やＡＳＩＣ（Application Specific Integra
ted Circuit）等のハードウェア資源により実現されてもよい。その実現においてメモリ
等のデバイスが利用されてもよい。更に別の例として、ロボット装置１０及び端末装置１
４のそれぞれの各部は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）やＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）等によって実現されてもよい。
【符号の説明】
【０２６６】
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　１０　ロボット装置、１２　機器、１４　端末装置、３４　所有機能管理情報、３６　
非所有機能管理情報、３８　解決手段管理情報、４０　デバイス機能管理情報、４２　連
携機能管理情報、４４　状況収集部、４６　移動部、４８　作業部、５４　制御部、５６
　検知部、５８　解決手段特定部、６０　判断部、６２　検索部、６４　識別部。

【図１】

【図２】

【図３】
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